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平成 24 年 6 月 18 日開会    美波町議会第 2 回定例会会議録 

 

平成 24年 6月 18日 美波町議会第 2回定例会を美波町役場議場に招集された。 

 

１、応召議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 14 番 山本 正男 

 

１、不応召議員は次のとおりである。 

 

   な      し   

 

１、出席議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 14 番 山本 正男 

 

１、本会の書記は次のとおりである。 

   議会事務局長  木里 茂樹 

 

１、地方自治法第 121 条の規定により説明のために会議に出席したものは次のと

おりである。 

町 長  影治 信良    副 町 長  山路 和秀 

教 育 長  寺内 康博    支 所 長  濱  浩治 

会計管理者兼会計課長  谷口 和江    総務企画課長  礒野 晴幸 

住民生活課長  岩瀬 和夫    保健福祉課長  花木美名子 

税 務 課 長  丸岡  武    建 設 課 長  鈴木 義勝 

産業振興課長  今津 秀貴    消防防災係長  橋本 一晴 

水 道 課 長  中林 伸次    住 民 室 長  藤井 隆司 

地域振興室長  小坂  進    日和佐病院事務長  岡本 照彦 

由岐病院事務長  木本  節    教 育 次 長  海司 広幸 

学校教育課長  武田 和幸    社会教育課長  鶴木 敏夫 

教 育 委 員 長  原田 村美    監 査 委 員  青木 昭夫 
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1.会議事件は次のとおりである。 

【報告】2 件 

報告第 5 号 平成 23 年度美波町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

報告第 6 号 平成 23 年度美波町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

 

【条例議案】4 件 

議案第 43 号 地方自治法第 96 条第 2 項の規定による議会の議決すべき事件に関

する条例の一部を改正する条例の制定について（条例第 13 号） 

議案第 44 号 美波町暴力団排除条例の制定について（条例第 14 号） 

議案第 45 号 美波町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

（条例第 15 号） 

議案第 46 号 美波町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（条例第 16 号） 

 

【補正予算議案】4 件 

議案第 47 号 平成 24 年度 美波町一般会計補正予算（第 1 号） 

議案第 48 号 平成 24 年度 美波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 49 号 平成 24 年度 美波町公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 50 号 平成 24 年度  美波町病院事業会計補正予算（第 1 号） 

 

【人事議案】1 件 

議案第 51 号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 

【追加議案】1 件  
議案第 52 号 美波町医療体制整備方針について 
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6 月 18 日（月） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。本日平成 24 年第 2 回美波町議会定例会

が招集されましたところ、議員各位にはなにかとご多忙の折り、

ご出席くださいましてありがとうございます。ただ今の出席議

員は 13 名です。定数に達しておりますのでこれより平成 24 年

第 2 回美波町議会定例会を開催いたします。 

会議に先立ちまして諸般の報告を行います。5 月 29 日・30

日議長・副議長研修会に議長・副議長が出席しました。6 月 4

日議会運営委員会を開催しました。6 月 12 日病院事業特別委員

会を開催しました。6 月 13 日議会運営委員会及び防災対策特別

委員会を開催しました。以上で諸般の報告を終わります。 

本日の会議を開きます。日程第 1 会議記録署名議員の指名

を議題といたします。会議録署名議員の指名を行います。本定

例会の会議録指名議員は会議規則第 115 条の規定により、議長

において指名いたします。7 番北山議員・8 番向山議員、両名を

指名いたします。 

日程第 2 会議決定の件を議題といたします。会期につきま

しては去る 6 月 13 日に議会運営委員会を開催しておりますの

で、議会運営委員長よりご報告をお願いいたします。 

寺下委員長 

1 1 番 議 員 おはようございます。議会運営委員長報告を行います。6 月

13 日午前 9 時より議会運営委員会を開催いたしました。委員 7

名出席のもと、理事者側からは影治町長・山路副町長・礒野総

務企画課長の出席を求め、平成 24 年美波町議会第 2 回定例会に

上程予定の議案内容につきまして慎重に審議いたしました。結

果会期は本日 6 月 18 日より 6 月 22 日までの 5 日間開催するこ

とに決定いたしました。なお今回の議会運営委員会までに提出

されている請願・陳情等について議会運営委員会で審議を行っ

た結果を報告いたします。常設型の美波町住民投票条例制定に

関する請願については、総務産業建設常任委員会に付託するこ

とといたしました。外国資本による土地買収を制限する法整備

を求める意見書決議の陳情書と拙速な人権救済機関設置法の制

定に反対する意見書決議の陳情書、この 2 件については内容の

写しを委員また委員外議員に配付いたしました。また前回の定

例会からの継続審議となっていた美波町議会議員政治倫理条例

に対する条文の修正と付記の要望書については、要望書の内容

にもとづき審議した結果、条例については変更なく現行のまま
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といたしました。次に議長から諮問を受けている議員定数の方

向性については、今後も情報収集等につとめ、協議を継続し平

成 25 年 3 月を目途に意見集約を行い、一定性の方向性を出すと

いうことを確認いたしました。 

なお、一般質問の通告は本日の正午までといたしております

ので、ご承知おき願いたいと思います。以上で議会運営委員長

報告を終わります。 

議 長 お諮りいたします。本定例会の会期は議会運営委員長の報告

のとおり、本日から 6 月 22 日までの 5 日間とすることに異議ご

ざいませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。よって会期は本日から 6 月 22 日ま

での 5 日間と決定いたしました。なお請願につきましては、先

ほどの議会運営委員長より委員長報告がありましたが、本日ま

でに受理した請願はお手元にご配付いたしました請願文章表の

とおり総務産業建設委員会に付託をしましたので、ご報告いた

します。また会議予定につきましてはお手元に配付の日程表に

より、進めたいと思いますのでご了承願います。 

日程第 3 提案理由の説明を議題といたします。本定例会に

提出されております議案は一覧表にありますとおり、報告議案 2

件、条例議案 4 件、補正予算議案 4 件、人事議案 1 件、計 11 件

であります。これを一括して議題といたします。 

影治町長に提案理由の説明を求めます。 

町長 

町 長 おはようございます。昨年より 18 日遅い梅雨入りとなりまし

たが、あじさいの花は日ごとに色を深めている本日、平成 24 年

美波町議会第 2 回定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には公私何かとご多用の中全員のご出席を賜りまして、ご審議

を頂けますこと大変有り難く存じているところであります。 

さて、本定例会におきましてご審議をお願いする議案につき

ましては、6 月 13 日の議会運営委員会において説明を致しまし

た繰越明許費繰越計算書の報告議案 2 件、条例制定並びに改正

に関する議案 4 件、平成 24 年度一般・特別・企業会計の補正予

算に関する議案 4 件、人事に関する議案 1 件の計 11 議案を提出

しているところでございます。  
議案説明に先立ちまして、各課（室）における事務事業の進

捗状況の報告を申し上げます。  
はじめに総務企画課関係でありますが、4 月 1 日付けの人事異
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動についてご報告をいたします。3 月 31 日をもって 7 名の職員

が退職いたしました。合併後に策定した集中改革プラン（平成

18 年度～平成 21 年度）での定員管理計画に基づき、退職者の補

充を行わず、職員の削減に取り組んできた結果、合併後 5 年間

で 21 名の職員数の減少となっております。一方で、地方分権が

進む中で権限移譲等により事務事業は益々増大する傾向にある

ことから、本年度において一般行政職 3 名、保育士 3 名を新規

採用させていただき、去る 5 月 22 日の臨時議会において新採職

員の紹介をさせていたところでございます。  
また、病院事業を推進する組織の設置を検討していましたが、

より機能的で効率的な事務運営を図るため、この後でご審議を

頂きます美波町医療体制整備方針に基づく病院の統合・再編事

業を担当する職員を総務企画課に 2 名配置いたしました。  
次に、平成 23 年度からの繰越事業であります都市防災総合推

進事業についてでありますが、ヘリポート建設のための防災基

盤整備工事は、旧日和佐高等学校解体工事が 3 月 19 日に完成し

たことにより、3 月 27 日に入札を執行し、海部土建協業組合が

29,605,800 円で落札しております。請負率は 78.39％で、工期

は平成 24 年 8 月 13 日までとしています。現在、盛土工は完了

し、進捗率は約 70％であります。 

次に、役場北側の 1 号避難路整備工事については、同じく 3

月 27 日に入札を執行し、有限会社亀谷建設が 8,448,195 円で落

札しております。請負率は 78.39％で、工期は平成 24 年 7 月 12

日までとしています。現在、階段製作中であり、進捗率は約 50％

であります。 

次に、宝木橋南側の 3 号避難路整備工事のうち擁壁工事につ

いては、同じく 3 月 27 日に入札を執行し、日浦建設が 18,892,440

円で落札しております。請負率は 78.40％で、工期は平成 24 年

7 月 12 日までとしています。現在、土工工事は終わり擁壁工事

に取り掛かっており、進捗率は約 60％であります。 

次に同じく 3 号避難路整備工事のうち避難タワー工事につい

ては、同じく 3 月 27 日に入札を執行し、有限会社亀谷建設が

27,700,680 円で落札しております。請負率は 78.40％で、工期

は平成 24 年 8 月 13 日までとしています。現在、避難タワー製

作中であり、進捗率は約 40％であります。 

次に、3 月定例議会でご報告させて頂きましたサテライトオフ

ィス誘致関係でありますが、改修工事も順調に進み 4 月 27 日に

完成し、翌 5 月 7 日には正式に「サイファー・テック株式会社



 8

美波Ｌａｂ」として開所され、現在所長さんお一人ではござい

ますが、仕事を始められています。吉田社長が地元出身でもあ

り、地域との繋がりを大切にされており、5 月 4 日には地元の

方々との交流会も開催され、地域に密着した事業を進められて

おられます。 

今後、内定されているお 2 人の方も 3 ヶ月程度の研修期間が

終了しますと美波Ｌａｂにて仕事に就かれるとのことで、その

後も地元雇用も含め社員を増やして行きたいと伺っておりま

す。また、吉田社長からは、美波町の魅力を生かした新しいワ

ークスタイルを発信し、新しい生き方を模索する若者を雇用し、

美波Ｌａｂを成功させることで新しい働き方を社会に広め、企

業誘致などを通じて美波町の発展に寄与したいとの意向も伺っ

ているところであります。 

このような取り組みの中で、新たにＩＴ関連のコンサルティ

ング会社プライマルが美波町へ進出する意向を示され、現在全

国から社員を募集している状況であります。町としては企業誘

致の新たな取り組みとして積極的な支援を行うことといたして

おり、今議会にも予算を計上させて頂いております。 

次に、地域がキャンパス推進事業についてでありますが、平

成 24 年度から新たに徳島県との協働により「地域がキャンパス

推進協議会」を設立し、「地」「学」「官」連携により取り組んで

おります地域振興モデル事業については、6 月 2 日、3 日に「日

中比較文化史演習」として四国大学の学生 26 名が薬王寺におい

て一般公開されていない仏画やふすま絵などの宝物を調査・研

究を行っております。この調査結果については、8 月 4 日に町内

において報告会を実施することとなっております。 

また、徳島文理大学が取り組む「キャリアプログラム」につ

いては、第１回目を 6 月 14 日に美波町をキャンパスとして 3 つ

のプログラムを実施いたしております。一つは「観光ボランテ

ィアガイドの案内による地域資源を学ぶプログラム」、一つは

「カレッタでのウミガメ保護活動を学ぶプログラム」、もう一つ

は「赤松神社奉納吹筒花火の保存活動を学ぶプログラム」とな

っております。この取り組み結果として、町の活性化策等につ

いて提言を頂くこととなっております。第 2 回目は、6 月 28 日

に実施する予定であります。 

なお、今後は由岐地区での地域活性化手法の研究や様々なテ

ーマによる現地研修等が美波町内で行われることとなっており

ます。 
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次に、地域おこし協力隊事業については、昨年 8 月から木岐

地区に 1 名入って頂き、活動頂いているところでございますが、

平成 24 年度事業として募集をかけたところ、2 名の応募があり、

4 月 7 日に受入希望地区である阿部、伊座利両地区において面接

を実施し、1 名の方が阿部地区で活動して頂くこととなりまし

た。期間は最長で 3 年とし平成 27 年 3 月まで活動して頂くこと

といたしております。本町においては、過疎・高齢化が進み、

地域力の低下が懸念されているところであり、地域おこし協力

隊の活動により、新たな地域の再生と活性化が図られるよう今

後も取り組んで参りたいと考えております。 

次に、職員政策提案制度により、資産の有効活用を図るため、

昨年 9 月から行っておりますインターネットによる公有財産等

の売却についてでありますが、今年度 1 回目のオークションを

行い、買い替えのため廃車となった消防車などが総額 397,060

円で落札されております。今後とも、公有財産の有効活用の一

環としてインターネットオークションを進めることといたして

おります。 

次に、職員研修についてでありますが、定住自立圏構想の取

り組みの一つである職員研修参加交流事業については、4 月 17

日に阿南市で新規採用職員育成計画講座が開催され、美波町か

らも関係職員 3 名が参加し、指導者としての能力向上について

研修を受講いたしております。今後も、これら研修を通じて公

務員としての自己研鑽に努め、職員のスキルアップを図って参

ります。 

次に、姉妹都市交流についてでありますが、姉妹都市である

オーストラリアケアンズ市との交流関係では、ケアンズ市にお

いて姉妹都市交流のお世話をして頂いております豪日協会のヘ

インズ会長ご夫妻が 6 月 11 日に当町に来町されまして、15 日ま

での 5 日間町内に滞在され、この間に役場、日和佐中学校、由

岐中学校の表敬訪問や町内を見学して頂いたところでありま

す。 

また、歓迎会では今年 4 月に新市長になられたボブ・マニン

グ氏からの親書と贈り物を頂きました。今後とも、こうした交

流を通じ、姉妹都市としての交流を深めて参りたいと考えてお

ります。 

次に、総合計画についてでありますが、まちづくりの最上位

に位置づけられる計画である総合計画については、6 月 1 日に 4

業者から提出された企画提案書について書類審査による一次審
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査を行い、6 月 12 日に最終 3 業者からのプレゼンテーションに

よる二次審査を行い、委託業者を株式会社ぎょうせいに決定い

たしております。 

今後は、アンケート調査やワークショップなどを実施し、住

民の意見が反映された計画、また、地方分権時代を迎え、町の

役割と責任を重く受け止め、美波町の今後進むべきビジョンを

示した総合計画の策定に取り組んで参いりたいと考えておりま

す。業務期間は平成 25 年 3 月 31 日までといたしております。

議員各位におかれましても、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお

願い申し上げます。 

次に、税務課関係でございますが、平成 23 年度の徳島滞納整

理機構へ徴収移管しておりました 5 件の実績でございますが、

移管滞納税額 5,190,686 円の内 2,100,326 円の納付がありまし

た。移管件数 5 件の内、1 件は完納となりましたが、残り 4 件は

担税能力がなく収納額が少額にとどまったため、23 年度の収納

率は 40.46％となり、平成 22 年度の収納率 49.80％を下回る結

果となりました。 

なお、移管者の財産差押えにつきましては、不動産差押 3 件、

生命保険解約返戻金差押 1 件、貯金差押え 2 件となっており、

貯金の取立額は 1,023,128 円となっております。滞納者に対し

ては、引き続き徴収強化に取り組んで行く必要がありますが、

今後共適法に徴収を実施するためには、適切な会計処理を行っ

ておく必要があることから、23 年度末においても不納欠損処分

を行っております。 

今回行った不納欠損の内訳は、軽自動車税で 19 件、100,800

円、固定資産税で 58 件、9,751,170 円、町民税で 31 件 568,488

円）、国民健康保険税で 100 件、968,919 円でございます。特に

固定資産税が高額となっておりますが、その内容につきまして

は、倒産法人関係の欠損額が 7 件で 8,155,600 円となっており、

欠損額全体の 84％を占めております。 

今回、既に時効の完成している町税について不納欠損処分を

行ったわけですが、今後は負担の公平性を確保するために法令

等に規定されている強行処分も辞さない覚悟で徴収に望むこと

としており、本年度におきましても、徳島滞納整理機構への徴

収移管者 6 名を決定し 6 月 1 日付けで移管したところでござま

す。なお、平成 24 年度に移管枠の見直しがあり、昨年度まで当

町では 5 名の割り当てでしたが、1 名増となり、今年度から 6

名となりました。徴収移管者の内訳は、移管継続者 3 名と新規
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移管者 3 名としておりまして、移管滞納税額の総額は 5,342,860

円でございます。 

次に、保健福祉課関係でありますが、木岐保育園調理室改修

工事では 5 月 2 日に入札を執行し、「株式会社 菊谷組」が

1,817,550 円で落札し、工期については今月 26 日までとし、間

もなく完成する見込みであり、7 月からは衛生面に配慮した調理

室で、子どもたちに給食を提供できる予定としております。 

また、平成 23 年度の特定健診・保健指導の実施状況の概要で

ありますが、特定健康診査の受診者は 729 名で受診率は 40.7％

で、受診者のうち 101 人が特定保健指導の対象となり、うち 98

人対し保健指導を行っており実施率は 97％でありました。 

平成２３年度も、はじめて健診を受診された方が 53 人います

が、受診率が伸びない背景として毎年継続して受診しない方が

いること、医療機関で治療中の人の健診受診率が悪いことがあ

げられます。 

今年度は、特に受診者の少ない 40 歳代、50 歳代にも早期に介

入し、生活習慣改善の意識づけを行うとともに、引き続き、特

定健診の必要性を理解してもらい、生活改善につなげられるよ

うに、いろいろな対象に働きかけ、自分の体に対する関心と医

療費抑制の意識づけに努め、さらなる受診率の向上に努めたい

と思っております。 

次に、産業振興課関係でありますが、農業関係では本年も 4

月 21 日に乙姫米の販売促進と、生産者と消費者との交流を目的

に田植え体験を行い、徳島市などの親子 29 人を招待し、交流会

を開催いたしました。 

また、収穫期には稲刈りの体験を実施し、消費者と生産者の

交流を深め乙姫米の更なる消費拡大に努めるよう計画しており

ます。 

商工観光関係では、2012「さくらまつり」を去る 3 月 25 日～

4 月 10 日の間に行い、城山及び薬王寺の桜を楽しんでいただき

ました。また、イベントとして日和佐太鼓・お餅の接待・お茶

会などを開催するなど大勢の方々に楽しんでいただいたところ

であります。 

第 49 回「うみがめまつり」は、実行委員会などで協議を重ね

7 月 14 日（土）に行う事とし、海亀感謝祭・打上花火の外、桜

町通りでは、ストリートパフォーマンスを計画しております。  
また、第 13 回「ひわさうみがめトライアスロン」を 7 月 15

日（日）に開催し、美波町の魅力を全国に発信したいと考えてお
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ります。 

次に、昨年度日和佐道路開通記念イベントとして開催された「四

国の右下」ロードライド 2011（自転車レース）は、「四国の右下」

ロードライドイベント実行委員会第 1 回総会が 5 月 30 日に開催

され、本年度は、まぜのおかオートキャンプ場を発着点として、

海陽町・牟岐町・美波町・阿南市・那賀町を巡るセンチュリーコ

ース 160ｋｍと海部郡３町を走るクリスタルコース 95ｋｍの 2

コースが、本年 9 月 23 日（日）に開催される事が決定いたしま

したので、ご支援ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。

また、海部郡 3 町で組織する南阿波よくばり体験推進協議会が

行っている体験型観光や修学旅行受け入れ等について、本年度の

受入状況、予約状況につきましては、5 月 16 日～18 日の神戸市

立岩岡中学校 161 名を皮切りに、5 月 20 日～21 日に枚方市立第

四中学校 318 名、5 月 21 日～22 日には台湾から基督教協同高級

中学校 33 名、5 月 24 日～26 日に神戸市立夢野中学校 108 名、5

月 30 日～31 日に熊野町立熊野中学校 109 名、5 月 31 日～6 月 1

日に藤井寺市立藤井寺中学校 223 名の修学旅行及び体験学習を

受け入れております。  
特に、5 月 21 日に受け入れた台湾からの修学旅行は協議会と

しては初めての海外からの受入でしたが、生徒たちには大変好評

で、当町における民泊体験を楽しんで頂きました。 

このほか修学旅行としては、6 月に 5 校、9 月に 2 校、10 月に

2 校、11 月に 1 校、12 月に 1 校、を受け入れる予定としており、

他にも家族、グループ等の体験も随時対応することと致してお

ります。 

次に、支所における産業振興関係でありますが、水産関係で

は、美波町の漁業者をはじめ徳島県水産研究所、徳島大学なら

びに美波町で構成する「美波の海の恵み研究会」が昨年 12 月か

ら取り組んできましたヒジキの養殖試験につきまして、去る 4

月 21 日に収穫作業を行い、約 250kg のヒジキを収穫することが

できました。 

養殖試験中、海藻をよく食べるアイゴが大量発生し、天然ヒ

ジキは食害に遭った形跡が見られましたが、養殖ヒジキはアイ

ゴの食害にも遭わず、さらに 4 月初旬の爆弾低気圧にもさほど

切れることなく成長し、本町の地先海面がヒジキの養殖に適し

ていることが確認されました。 

これは、台風等での波浪が高く、養殖漁業が難しいという県

南での常識を覆す成功例と言えます。収穫したヒジキにつきま
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しては、サンプルを素干しにして水産物加工業者に品質鑑定を

して頂いたところ、経済的にも十分な価値があることを確認す

ることができました。 

今年度につきましては、昨年度より規模を拡大して養殖試験

を実施したいと考えておりますが、種苗不足が予想されること

を含めて、水産研究所ならびに徳島大学が中心となって由岐地

区沿岸の天然ヒジキ場からの採苗、ならびに今回収穫したヒジ

キ根からの採苗試験等の実施も合わせて予定しております。 

次に、商工・観光関係では、田井ノ浜海水浴場については、7

月 1 日（日）を海開きとし、8 月 27 日（日）まで開設すること

としております。 

田井ノ浜臨時駅については、近年 7 月中旬頃から 8 月上旬頃

までの開設期間でしたが、お盆頃まで遊泳客が多いという傾向

が顕著なため、町長、観光協会長の連名でＪＲに期間延長要望

書を提出したところ、日数的には同じ程度ですが、今年は 7 月

21 日から 8 月 12 日までの 23 日間の開設となり、お盆初め頃ま

での期間にずらしていただけることになりました。 

また、由岐地区お盆恒例の「ふるさと由岐まつり」は、住民

と帰省者との貴重なふれあいの場として、例年どおり 8 月 15 日

に開催することが、5 月 24 日開催の実行委員会で決定致しまし

た。 

ステージ部門では、徳島で活動されている渦戦士エディーと

いうキャラクターショー、アニメや特撮物の主題歌や挿入歌を

昔から最近まで歌われている串田アキラさんと女性演歌歌手の

三宅奈緒子さんを招待し、例年同様に住民等による阿波踊りや

由岐音頭が披露され、青年会と商工会青年部による夜店も行わ

れる予定となっております。 

次に、建設課関係でありますが、はじめに町工事についてご

報告申し上げます。 

大戸１号線道路改良工事、丹前 1 号線側溝改良工事、丹前 3

号線横断側溝新設工事、樫谷線道路改良工事は 3 月末に完了し

ております。 

県単急傾斜地崩壊対策事業の赤松総屋敷・滝本博文宅、奥潟・

豊田春雄宅は 3 月末に完了しております。 

農業施設災害の現年度分 2 箇所及び公共土木施設災害の河川

1 箇所は、3 月末に完成しております。 

総屋敷 1 号橋災害復旧工事、日浦谷川石積復旧工事は 3 月末

に完成しております 
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次に、県工事の主なものについて ご報告申し上げます。 

はじめに道路関係でありますが、赤松由岐線では、赤松耳瀬

で局部改良の建物物件補償及び用地取得が 5 月中旬に完了し、

工事発注は秋以降と聞いております。 

赤松由岐線馬路の山腹崩壊による道路災害復旧は、舗装工事

以外は 3 月末に完了し、6 月 1 日より通行規制解除となっており

ます。舗装については、盛土部分の沈下の状況を見ながら、7

月の梅雨明け頃に表層を仕上げる予定と聞いております。 

赤松由岐線久望の道路維持修繕は、5 月末に完了し、山岡奥、

久保手前の測量設計は 8 月に完了予定と聞いております。 

日和佐小野線・田井ノ浜の現道改良については、元美波荘付

近の盛土及び側溝は 8 月に発注予定と聞いております。 

由岐大西線の阿部での緊急地方道は、鹿ノ首岬付近の改良と

側溝は 3 月末に、舗装は 4 月末に完了し、新たに阿部集落のす

ぐ手前を 4 月末に発注したと聞いております。 

由岐大西線の阿部でのお水荘のところとその続きの阿部寄り

の測量設計は、8 月末の完了予定と聞いております。 

由岐大西線の伊座利での道路維持修繕の測量設計は、3 月末に

完了したと聞いております。 

日浦野田線の道路維持修繕は、測量設計及び地質調査は 3 月

末に完了し、用地測量及び用地補償に着手予定と聞いておりま

す。 

次に、河川、砂防、治山関係でございますが、奥潟川総合流

域防災事業は、支線の牟井谷川は 3 分割で発注し、年末完了予

定と聞いております。 

河川特改では、阿部東川の床止め工事は 3 月の発注を予定し

ておりましたが、入札が不調で、11 月以降に再入札の予定と聞

いております。 

県営の急傾斜地崩壊対策事業は、伊座利小学校裏付近での擁

壁、法面工事は 23 年度分は 3 月に完了し、24 年度分を 4 月末に

発注し、10 月完了予定と聞いております。 

また、県営の急傾斜地崩壊対策事業は、新規箇所として日和

佐小学校裏付近で 7 月下旬に測量設計に着手する予定と聞いて

おります。 

県単砂防事業(南海地震対策緊急事業)では、津波時に背後の

山へ避難するため急傾斜の擁壁への階段設置を県に要望してい

るところでございますが、東由岐は法面の階段工の一部を残し 3

月末に完了し、新たに伊座利、阿部寺谷、志和岐天王 2 カ所、
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木岐東、木岐本村 2 カ所、恵比須浜、奥河内西町の 9 カ所につ

いて、今年度工事実施に向けて測量設計中と聞いています。 

また、山王谷の通常砂防事業は、地元説明会を 3 月 22 日に、

5 月 8 日には境界立会を行ない、今後は砂防指定手続きの他、用

地補償に着手すると聞いています。 

また、県営の通常砂防事業は、新規箇所として北河内本村の

県立阿南擁護学校日和佐分校及び社会福祉法人柏涛会裏の池ノ

内谷で測量設計、地質調査を予定していると聞いております。

次に、治山事業（海岸防災林造成事業）で実施している南海

地震対策の苫越の防潮堤嵩上げ工事は、4 月末に完了し、今年度

分は秋以降の予定と聞いております。 

北河内久望(弥野谷)の予防治山事業は、繰越となり、6 月末の

完了予定と聞いております。 

次に、港湾関係でありますが、日和佐港の海岸高潮対策事業

は、南防波堤改修工事の 23 年度繰越分は、25 年 1 月の完了予定

と聞いております。 

また、港湾維持補修では、先に日和佐保育所前付近の防潮堤

の開口部門扉を 3 箇所コンクリート閉鎖したことに引き続き、

寺前ポンプ場付近の門扉も 2 箇所が閉鎖されました。 

また、昨年 9 月の台風 12 号で被災しました日和佐港の一文字

堤災害復旧港湾工事は、4 月上旬に発注し、9 月中旬に完了予定

と聞いております。 

 

次に、地域高規格道路についてご報告申し上げます。日和佐

道路の田井高架橋付近で新たに 2 箇所、入り口の扉を非常時に

叩き割って進入できるように改修や階段設置、通路部の平張り

コンクリート及び蓋掛けをして、緊急時に避難可能な通路にす

る防災対策工事については、8 月に発注し、年内に完了する予定

と聞いております 

次に、国道関係でございますが、山河内地区の防災対策工事

は、7 月末に完了予定と聞いております。 

次に、消防防災課関係でございますが、2 年ごとに開催される

海部郡消防操法大会が当町の日和佐町民グランドを会場に 5 月

13 日に開催されました。 

海部郡内 3 町から、ポンプ車操法の部に 4 分団、小型ポンプ

操法の部に 6 分団が出場し、当町からは、日和佐第 2 分団、日

和佐第 3 分団、日和佐第 4 分団が出場しました。 

各分団は、日頃の訓練の成果を発揮し、日和佐第 3 分団が小
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型ポンプ操法の部で準優勝の好成績を収めました。 

また、5 月 19 日には、災害時における相互応援協定を締結し

ている香川県三豊市から消防団の視察を受け入れ、本町消防団

との意見交換及び日和佐浦避難タワー、中由岐避難階段の施設

見学を行いました。 

三豊市消防団からは 16 名、本町消防団からは 9 名が出席し、

災害時における消防団の行動等について意見交換を行いまし

た。 

次に、教育委員会関係でありますが、学校教育関係では平成

23 年度に 2 件の教育寄附金があり、使途について学校、教育委

員会で検討し、年度末に児童生徒及び教職員用の防災ヘルメッ

トを購入いたしました。低学年用 165 個、高学年用 205 個、中

学生、大人用 355 個の合計 725 個を新学期に入り、町内各校に

配付したところであります。  
また、社会教育関係では、昨年は東日本大震災の影響でやむ

を得ず中止した「桜街道・夢マラソン」大会でございますが、

本年は 4 月 1 日に 2012 大会を実施し、当日は天候にも恵まれ、

ハーフマラソンには 333 名、ロードレースには 58 名、亀さんマ

ラソンには 297 名、合計で 688 名の参加者があり、大変賑わっ

たところであります。  
5 月 5 日（土）のこどもの日に、うみがめ博物館前広場におい

て開催したこどもの日特別イベントには、町内外から大勢の家

族連れが参加され、子亀の体重当てクイズ、カメカメクイズに

挑戦し、また、大浜海岸では、海陽町沖で保護されたアオウミ

ガメを放流するなど、楽しんでいただきました。  
最後に、病院事業関係でありますが、本年 1 月に策定した「美

波町医療体制整備方針（素案）」については、2 月に議会や住民

に対し説明を行った後、2 月 17 日から 3 月 19 日までの約 1 ヶ月

間パブリックコメントを行い、386 名の住民の皆様方から貴重な

ご意見を頂きました。  
このパブリックコメントの実施結果と頂いたご意見を反映し

た「美波町医療体制整備方針（案）」について、5 月 22 日の全員

協議会において議会に説明後、24 日には日和佐公民館において

住民説明会を開催し、町の考え方等説明をさせていただくとと

もに、広報みなみ 6 月号にも掲載し、広く住民の皆様にお知ら

せしたところでございます。以上、「諸般の報告」といたします。 
議員各位のご理解をお願い申し上げる次第であります。  
続きまして今議会に提案し、ご審議を賜ります議案につきま
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して、その概要を順次ご説明申し上げます。  
はじめに、報告第 5 号及び報告第 6 号は、地方自治法施行令

第 146 条第 2 項の規定により議会に報告するものであります。

まず、報告第 5 号は「平成 23 年度美波町一般会計繰越明許費

繰越計算書について」でありまして、地方自治法第 213 条の規

定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費

について、繰越計算書を調製したものであります。 

繰 越 事 業 全 体 で は 7 事 業 で 、 翌 年 度 繰 越 額 の 総 額 は

161,600,900 円となっております。繰越事業の内訳は、総務費で

はサテライトオフィス改修事業で 4,029,900 円、阿瀬比ノ鼻灯

台登記委託業務で 620 千円、農林水産業費では森林整備事業で

13,000 千円、土木費では災害危険度判定調査業務事業で 27,000

千円、都市計画道路網見直し検討委託業務で 5,000 千円、公共

下水道事業特別会計繰出金で 4,000 千円、消防費では総合的な

安全・防災基盤整備事業で 107,951 千円でございます。 

次に、報告第 6 号「平成 23 年度美波町公共下水道事業特別会

計繰越明許費繰越計算書について」は、下水道事業費の公共下

水道事業費で翌年度繰越額は 27,200 千円でございます。 

次に、議案第 43 号から議案第 46 号までの 4 件は、条例の制

定と一部改正に関する議案であります。 

まず、議案第 43 号「地方自治法第 96 条第 2 項の規定による

議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」は、美波町医療体制整備方針を地方自治法第 96 条

第 2 項の規定による議会の議決すべきものとするための条例の

制定であります。 

美波町の病院事業につきましては、合併当初から町の重要課

題であり、現在まで美波町の医療体制等について検討を重ね、

美波町医療体制整備方針（案）の策定に至っております。 

このようなことから病院建設に当たり「美波町医療体制整備

方針」は重要な事項であることから、議会の議決事項とするた

め、条例改正を行うものであります。 

議案第 44 号「美波町暴力団排除条例の制定について」は、社

会情勢の変化に伴う暴力団組織の潜在化、資金獲得活動の巧妙

化などから社会全体で暴力団を排除する対策を進めるための条

例制定であります。 

当町での暴力団対策としては、昨年 4 月 1 日より美波町暴力

団等排除措置要綱を施行し、美波町における公共事業等から暴

力団を排除することとしております。 
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また、徳島県においても、昨年 4 月 1 日より暴力団排除条例

を制定し、警察だけでなく社会全体で暴力団を排除する対策を

進めております。 

これらのことから、美波町としても暴力団排除を進めること

は必要であると考え、今回条例制定を行うものでございます。

議案第 45 号及び議案第 46 号は、外国人登録法が平成 24 年 7

月 9 日に廃止され、外国人住民も住民基本台帳法が適用される

ことによる条例の一部改正であります。 

まず、議案第 45 号「美波町印鑑条例の一部を改正する条例の

制定について」は、住民基本台帳法及び同法施行令の一部が改

正されることに伴い、外国人住民の方にも日本人と同様に住民

基本台帳法が適用されることになるため、条例の一部を改正す

るものであります。 

議案第 46 号「美波町手数料条例の一部を改正する条例の制定

について」も、同じく外国人住民の方も日本人と同じように住

民基本台帳法が適用され、日本人と同様の手数料の扱いとなる

ため、条例の一部を改正するものであります。 

次に、議案第 47 号から議案第 50 号までの 4 件は、平成 24 年

度一般会計・特別会計・企業会計の補正予算であります。 

まず、議案第 47 号「平成 24 年度美波町一般会計補正予算（第

1 号）」でありますが、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ

248,580 千円を追加し、歳入歳出の総額を 4,828,580 千円といた

しております。 

補正額の主なものは、議会費では議場の音声制御機器改修工

事で 11,550 千円、文書費では地域主権改革推進支援業務委託料

で 1,260 千円、企画費では旧赤松小学校教職員住宅改修工事で

15,000 千円、サテライトオフィス改修工事で 5,000 千円、保健

衛生総務費では病院会計負担金で 89,000 千円、病院建設事業補

助金で 72,900 千円、砂防費では県単急傾斜地崩壊対策工事で

8,500 千円、都市計画総務費では公共下水道特別事業繰出金で

3,700 千円、災害対策費で個別危機管理マニュアル整理業務委託

料で 1,050 千円、学校給食費では給食車運行委託料で 1,260 千

円をそれぞれ追加いたしております。 

議案第 48 号「平成 24 年度美波町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第 1 号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ

3,099 千円を減額し、歳入歳出の総額を 1,331,439 千円といたし

ております。 

4 月の人事異動に伴う課内事務担当者の見直しにより、国保担
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当職員を 3 名から 2 名にしたことによる人件費 10、567 千円の

減額、特定健診未受診者と若い世代の生活習慣病の発生を予防

する保健事業を行うための国保保健指導事業費 3,858 千円の追

加、徳島県市町村国民健康保険財政安定化等支援方針に基づく

「指定市町村」として指定されたことにより、医療費の削減に

取り組むための医療費適正化特別対策事業費 3,610 千円の追加

といたしております。 

議案第 49 号「平成 24 年度美波町公共下水道事業特別会計補

正予算（第 1 号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 11,000

千円を追加し、歳入歳出の総額を 176,171 千円といたしており

ます。 

社会資本整備総合交付金事業の寺前ポンプ場長寿命化計画委

託料で調査箇所の増加により 3,000 千円、汚水事業認可期間が

今年度終了のため延伸作業を行なう汚水認可施設計画見直し委

託料で 2,000 千円、寺前排水区の雨水水路整備に係る工事請負

費で 6,000 千円をそれぞれ追加いたしております。 

議案第 50 号「平成 24 年度 美波町病院事業会計補正予算（第

1 号）」でありますが、収益的収入に 89,000 千円を追加し、収益

的収入の合計を 1,105,401 千円とし、資本的収入に 108,000 千

円を追加し、資本的収入の合計を 109,207 千円とし、資本的支

出に 108,000 千円を追加し、資本的支出の合計を 109,814 千円

といたしております。 

収益的収入では、平成 23 年度の日和佐病院の資金不足分に対

して一般会計負担金として 89,000 千円の追加といたしておりま

す。 

資本的収入では、病院建設に伴う企業債 35,100 千円、一般会

計からの病院事業建設補助金として 72,900 千円をそれぞれ追加

し、資本的支出では新病院建設に係る設計委託料等として

108,000 千円の追加といたしております。 

最後に、議案第 51 号「人権擁護委員の推薦につき議会の意見

を求めることについて」でありますが、人権擁護委員のうち委

員 2 名の任期が平成 24 年 9 月 30 日で満了するため、その委員

の 1 名を再任、1 名を新たに推薦するものであります。 

人権擁護委員は法務大臣が委嘱いたしますが、委員の推薦に

ついては、人権擁護委員法第 6 条の規定により、市町村長が議

会の意見を聞いて推薦することとなっておりますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

以上、簡単でございますが、諸般の報告並びに提案説明と致
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します。  
なお、議案の詳細につきましては、担当課長から説明をいた

させますので、ご審議の上、原案のとおりご承認を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、町長提案理由の説明といたします。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 提案理由の説明が終わりました。 

日程第 4 議案第 43 号地方自治法第 96 条第 2 項の規定によ

る議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例の

訂正についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第 43 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

7 番 議 員 内容ではないんですが、議運のときにもお聞きしたんですが、

いまいちちょっと理解しがたいんで、再度お聞かせを願いたい

と思います。 

この条例については一部改正ということになると思うんです

が、96 条では第 1 項の第 1 号で条例を設けまたは改廃すること

ということを規定されております。のになぜその他の事項にな

る第 2 項で規定するのか、そこらのところもう少し分かりやす

く   願えたらと思います。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 地方自治法の 96 条 1 項でございますけれども、これには 15

号までございまして、いまおっしゃられるように条例を設け改

廃することということと、予算を定めたり決算を認定すること

とずっとあるんですけれども、これについては通常議会の議決

事件ということで条例の制定ですかね、町の各事業に関して取

り決める必要がある場合の条例を設けることについては議決事

件といたしております。 

今回この条例一部改正については先ほどご説明はしたけれど

も、この 96 条の 1 号の条例の条例を設けまたは改廃することで

はなくてですね、ちょっと条例については法令上執行機関限り

で処理できる事項についても議会の議決を必要とすることがで

きるということになっておりまして、通常、町、市も同じなん

ですけども、条例についてはある程度決まった条例っていうの

がございますけれども、それとは別に議会において町の方針で

ありますとか、そういったことについては別に定めるっていう
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ことになっておりますので、ちょっと説明がおかしいんですけ

れども、今回の分につきましては通常の条例の改廃ではなくて

ですね、医療体制の整備方針っていう特別な条例の制定という

ことで、第 2 項においての条例ということで設けさしていただ

くというかたちにさしていただいております。ちょっと分かり

にくい、すいません。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 いまいちちょっと分かりにくいんですが、これは平成 22 年度

この議案にもかかれているように平成 22 年度の美波町条例第

13 号で規定されて、それのその条例の一部を改正する条例とい

うこととしたら、やはり第 1 項の 1 号の改廃する一部を改正す

るという条項で充分対応できる話と私はそう考えるんですが、

別に定めてあるんだとおっしゃるんであれば、別にどこに定め

てあるんか教えていただけたら、また後日勉強したいと思いま

すんで、そこのところもう少し詳しく説明していただけますか。

議 長 町長 

町 長 総務課長の補足説明でございますが、この条例自体がですね、

地方自治法第 96 条第 2 項の規定によるということで、第 1 項っ

ていうのは議会が議決をすべき事件について制限列挙をさして

いただいていると、地方自治法自体が。その他に 2 項で持って

それ以外に町の条例によって議会で議決すべき事件をきめるこ

とができる。いうような条例になっています。今回ださしてい

ただいているタイトルの分は昨年定住自立圏の分で制定さして

いただいた条例ということになります。今回その情事の中を一

部改正させていただくっていうことで、今回 96 条第 2 項につい

て 1 号病院事業のあり方を示す医療体制の整備方針の策定につ

いて改正をさしていただくということで出しておりまして、今

議員がおっしゃる議員が 96 条の第 1 項の第 1 号にもとづいて、

条例制定改正する分っていうのは、それも入っておるわけです。

ですからこれ自体の条例を改正しないとこの医療体制の整備方

針っていうのはこの条例の中では新たに条例の中に入ってこな

いっていうことを出さしていただいとうわけで、今議員がおっ

しゃるように 96 条第 1 項第 1 号にもとづいて今回議決をいただ

くわけでございます。ただこの条例を改正するのはこの 96 条第

2 項の定めているタイトルであります地方自治法第 96 条第 2 項

の規定による議会の議決すべき事件に関する条例を一部改正さ

していただくわけでございますので、こういう提案方法になる

というようなことでご理解をいただけたらと思います。 
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議 長 ほかに 

山本議員 

1 4 番 議 員 この病院事業は重要課題でございますので、議決事項ととる

ことは当然と思いますが、確認のため、ちょっとお伺いいたし

ますが、現在の医療体制整備方針案は健診センターについては

旧日和佐高校跡地が候補地となっているが、今後国の津波の暫

定地が大幅な変更があれば見直すといわれておりますが、この

ような変更も当然議決事項に含まれるのですね。 

議 長 町長 

町 長 今おっしゃられた議論につきましては、後ほど提出さしてい

ただこうと考えております医療体制の整備方針案の時にも審議

いただくことになろうかと思いますけれども、その分につきま

してはもう既に出さしていただく議案の中の参考資料として、

議会からのご助言をいただきまして、町の考え方の中にその旨

を入れてありますので、それはもうそのようなことというよう

なことでご理解をいただきたいと思います。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

これで質疑を終わります。 

討論を行います、討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これから議案第 43 号 地方自治法第 96 条第 2 項の規定によ

る議会の議決をすべき事件に関する条例の一部を改正する条例

の制定ついてを採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成 12：反対 0） 

「全員賛成」です。 

議案第 43 号は原案のとおり可決されました。 

以上で本日の日程は終了致しました。本日はこれにて散会い

たします。ご苦労様でした。 

（時に 10 時 10 分） 
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平成 24 年 6 月 21 日（木） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は 13 名です。定足数

に達しておりますので休会前に引続き本日の会議を開きます。

日程第 1 一般質問を行います。一般質問の通告者は 4 名で

す。通告順に発言を許可します。 

3 番 影山議員の一般質問を許可します。 

影山議員 

3 番 議 員 おはようございます。私は 1 点質問します。幼保・小中学校

の危機管理についてお伺いします。まず 1 点目は町内の幼保・

小中学校の震災対策についてお尋ねします。第 2、東日本大震災

で 670 人の超える児童や生徒達が行方不明となりました。子ど

もの犠牲は特に深い悲哀とを感じずにはいられません。本町は

ほとんどの幼保・小中学校が海岸沿いに位置し、津波の被害を

危惧するところであります。町は各校の現状をどう把握し、ど

のような対策を講じているのかお聞かせください。次に登下校

の安全対策や安全教育についてお伺いします。新学期が始まっ

たばかりの今年 4月に京都亀岡市で集団登校中の小学生の列に、

車が後ろから突っ込み、小学校 2 年生と付き添っていた女性が

死亡、2 人が重体 6 人が重軽傷を負いました。また 5 月には徳島

県阿波町の市道で帰宅中の高校生の列に乗用車が後ろから突っ

込み、生徒 1 人が死亡 3 人が重軽傷を負うなど下校中の事故が

相次ぎました。幹線道路で交通量が多いにもかかわらず、歩道

がなく、市が拡張工事を進めていた最中のことであったとか。

本町の通学路の現状等、各校の登下校の指導はどのようにして

いるのかお伺いします。3 点目に不審者対策についてお伺いしま

す。2001 年大阪教育大附属池田小学校で校内児童殺傷事件があ

り、8 人が犠牲になりました。今年の 6 月で 11 年を迎えました。

同時期には不審者による子どもの事件が相次ぎ、幼い子ども達

の命が奪われました。幼い子どもの尊い命が犠牲になることは

余りにも痛ましく、深い悲哀と強い憤慨を覚えずにはいられま

せん。今思っても怒りがこみ上げてきます。今のところは大々

的に報じられる不審者による子どもの事件はないようですが、

平穏な時こそ備えが大事であります。各校や園ではどのような

安全教育をおこなっているのかお伺いします。最後にいじめ・

不登校の現状と対策についてお伺いします。全国の公立私立の

小中学校が 2010 年度に把握したいじめは、77,630 件で前年度よ

り 6.7％増えたことが文部科学省の調査で分かりました。一方不
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登校の小中学生は減少したと報じられています。徳島県の千人

あたりのいじめは 4.9 件で、小学校 150 件中学校 252 件高校 13

件特別支援学校 1 件の 616 件となっています。全国で自殺した

児童生徒は 9 人減の 156 人でこの内いじめがあったとされるの

は中学生 4 人という報告があります。このような状況の中、本

町の学校のいじめと不登校の現状はどうなっているのか、また

対策をどのように講じているのかお伺いします。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは私の方からは影山議員さんのご質問に対して、1 点目

の震災対策はどうなっているのか、とのご質問と 3 点目の不審

者対策についてお答えします。 

まず 1 点目でございます。保育園の震災対策についてお答え

いたします。今後 30 年以内に 60％の確率で発生されると予想さ

れている南海地震に対し、いつ発生するか予測できない災害に

対応できるよう、各保育園では年間計画により避難訓練を実施

しているところでございます。日頃の保育の中でも、はだし保

育を止め上靴を履いたり、お昼寝の服装も普段着で、また避難

車・おんぶ紐・リング紐・防災づきん等の避難グッツは玄関に

配備するなど即避難できる体制づくりを各園ごとにしておりま

す。また日和佐保育園においては南部総合県民局の職員との合

同避難訓練も実施、災害時の応援協力体制の依頼をしておりま

すし、赤松保育園は地域住民の方と、由岐保育園は由岐支所の

職員、木岐保育園は地域住民の方と、阿部保育園では近隣の保

護者、地域住民の方にもお願いし安全に迅速に避難できるよう

体制作りをしております。保育園児は地震発生時に自らの判断

で自主的に避難ができない幼児が通う施設でございます。事前

の備えこそ人的被害の抑制になると考えますので、今後も一人

の被害も出さないよう関係者一丸となり、訓練をしてまいりま

す。 

次 3 点目の不審者対策でございますが、各園では不審者対策と

いたしまして、そのような事態を想定し、随時避難訓練も実施

しております。訓練では職員間での非常時の合図の仕方を決め

ておき、子どもの居場所を確認し、すぐに子どもを集めて不審

者から遠ざけ、安全な場所へ誘導いたします。また防犯用「さ

すまた」「催涙スプレー」などを常備しております。以上のよう

なことから、幼い子ども達が被害にあわないよう、関係者一丸

となってこれもまた訓練を実施していきたいと思います。以上

でございます。 
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議 長 教育長 

教 育 長 私からは、幼稚園・小学校・中学校の危機管理についてお答

えいたします。 

1 点目の震災対策について、東日本大震災以降、地震の発生に

伴う津波高・津波浸水深につきましては、予想外の規模で想定

されるようになっております。美波町内におきましても、現在、

国、県共に 20ｍ前後の津波高が想定されておりまして、津波か

ら命を守ることが震災対策における中心的課題となっていま

す。これを受けまして、幼稚園・小学校・中学校におきまして

は、避難場所の見直しを行い、従来、校舎の 2 階や 3 階が避難

場所であったものを、山や高台に変更しています。また地域や

保護者の皆さんのご協力により校地外へと繋がる避難路を新た

に設置した学校もございます。避難訓練につきましても、学校

単独で実施していたものを、地域の皆様や近隣の職場と連携し

て実施するなど、学校防災の今後に向けた新しい形が生まれて

おります。  
学習面では、昨年度、町内小中学校が連携して「美波町防災

学習プログラム」を策定しています。これは、各校の中心的立

場にある先生方が参加して策定されたもので、教科・領域にお

いて指導内容に応じて、防災に関連した教育を施すこととして

います。本年度から授業に活用しておりますが、今後も内容を

見直しながら、義務教育 9 年間を通じて取り組む、統一的な美

波町の防災学習プログラムとして、充実を図ることとしていま

す。また、教育寄附金を活用させていただき、直接身を守る装

備として、児童・生徒・職員に防災ヘルメットを配備させてい

ただきました。今後も東日本大震災の教訓を忘れず、高い意識

を持って、震災対策に取り組んでいきたいと考えています。  
次に 2 点目の登下校の指導につきましてお答えいたします。

登下校につきましては、幼稚園では、保護者による送迎をお願

いしていますが、一部スクールバスに便乗して登園する園児も

ございます。小学校・中学校におきましては、徒歩・自転車・

スクールバス・ＪＲによる登下校となっています。小中学校に

関しましては、集団登下校を常態として指導している学校はあ

りませんが、年度初め及び学期初めの一週間を子ども会ごとに

集団登校したり、悪天候の影響で登校後に休業措置がとられた

時は、集団下校で対応する場合があります。  
児童生徒に対する登下校の指導につきましては、交通安全指

導を中心に実施されています。立哨活動による指導や、朝会に



 26

おいての注意、指導を行い、交差点における横断の仕方や交差

点に潜む危険について、自動車から見えにくい歩行者について、

自転車の安全な乗り方や整備についてなど、危険から自分を守

る知識を身につけさせるように努めています。  
また、不審者への対応や、危険な場所に近づかないこと、お

家の人と約束した場所に寄り道をせずまっすぐに向かうことな

ど、学齢に応じた指導を実施しています。登下校時の安全につ

いては、季節・気象・時間・距離など対応するべき要因が多岐

に及びますので、今後も家庭や地域の協力を得て、児童生徒の

安全指導に努めてまいります。 

次に不審者対策についてお答えいたします。地域に開かれた

学校経営が求められて、教育現場ではいつでも訪れていただけ

る学校経営が展開されておりますが、同時に不審者に対する対

策も求められています。校内における対策としましては、幼稚

園・学校ともそれぞれに不審者対応に関するマニュアルを作成

して、不審者の進入に備えております。  
内容としましては、来訪者には、こちらから挨拶をして様子

をうかがう。次に、来訪の目的を尋ねる。正当な来訪理由が不

明な場合は校長室に導く。様子をうかがい、必要があれば警察

へ通報する。校長室への案内を拒否した場合は、職員室に連絡

して男子職員が対応する。生徒を避難させる。警察へ通報する。

負傷者がいる場合は応急処置をし、救急車を手配する。被害を

受けた児童生徒の心のケアに努めるというもので、時系列での

対応をまとめたものとなっています。また、職員は常に来訪者

に気を配り、来訪者に気付いた時は、人任せにせず対応する。

管理職は時に応じ校内を巡回して、侵入者がいないか確認する。

授業中に不審者が侵入したときは、授業者が対応し、その間に

委員長・副委員長等生徒が職員室へ状況を連絡することとして

います。  
児童に対しましては、不審者に対する安全指導として、知ら

ない人に対しては、防犯標語「いかのおすし」いかない、乗ら

ない、大きな声で呼ぶ、すぐ逃げる、知らせるを指導していま

す。その他の活動としまして、スクールガードリーダーによる

学校訪問活動は、不審者情報を共有する上で、双方にとって非

常に大切な活動となっています。校外におけるパトロールに関

しましても、スクールガードリーダーや青色パトロール隊によ

る活動が抑止効果を発揮しているものと考えられます。  
保護者や地域の協力も大きな支えとなっておりまして、見守
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り隊活動は下校時の児童の安全を守っていただいております

し、地域や保護者からの学校への不審者情報の提供は、学校職

員による早期の不審者確認に結びついております。広域的には、

牟岐町青少年健全育成センター職員によるパトロール活動や、

県内警察署からの発信による安心メールにより、随時、不審者

情報が提供されています。以上が校内、校外の不審者対策の主

なものです。不審者対策は学校だけでは対応しきれない案件で

すので、今後も、防犯機関や地域の協力を得ながら早期発見と

情報の把握に努め、併せて児童生徒にも安全指導を徹底するこ

ととしています。  
続きまして 4 点目のいじめ・不登校の現状と対策についてで

ございますが、いじめにつきましては、「当該生徒が、一定の人

間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことによ

り、精神的な苦痛を感じているもの」と定義されておりまして、

いじめられた児童生徒の立場に立って判断することとされてお

ります。  
幸い町内の学校において、現在いじめは確認されておりませ

んが、成長過程にある集団においては、常に発生する可能性を

秘めた事案となっています。対策としましては、1 つには、早期

発見・早期対応に当たることが大切と考えています。どの学校

でも、どの子にも起こり得る問題であることを十分認識して、

学校の相談機能を充実させ、児童生徒の悩みを受け止めること

ができる体制を整備すること。いじめが生じた際には、学校全

体で組織的に対応することが肝要と考え、この点につきまして

は、スクールカウンセラーの活用や職員間で理解を図ることに

より対応しています。あわせて、保護者や地域の協力を得る姿

勢を大切にしています。  
また一つには、いじめを許さない学校づくりに取り組むこと

が大切と考えています。そのためには、いじめは人間として絶

対に許されないという意識を、学校教育全体を通じて、児童生

徒一人ひとりに指導することが求められます。これに関しまし

ては、人権指導の面からも徹底を図ることとしています。  
次に不登校ですが、不登校につきましては、「何らかの心理的、

情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、

あるいはしたくともできない状況にあるため年間 30 日以上欠席

した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と

定義されています。学校へ確認しましたところ、小学校では該

当はありませんが、中学校において不登校の実態があります。
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昨年度の欠席日数で申しますと 4 人が該当しています。また、

不登校気味の生徒も 3 人の在校が報告されています。対応とし

ましては、保健室登校や別室登校として登校しやすい環境を提

供したり、学級担任を 2 年間固定して、少しでも生徒を理解し

ようと努力をしています。しかしながら、大きな改善は図れて

いないと報告を受けています。  
対策としましては、職員組織で問題の解決に当たることとし

て、声かけにより登校を促したり、迎えに行ったりと、一日で

も多く登校できるように援助に努めています。教室へ入れない

生徒については、今後も一人ひとりに個別の対応をすることで、

改善を図りたいと考えております。不登校気味の生徒につきま

しても、登校の負担になると考えられる要素を取り除くことに

努めて、早い段階で登校の習慣付けが図られるよう取り組んで

おります。  
いずれの場合も、原因の特定は難しく、本人・保護者との対

話を中心に改善の方法を探りながら、当事者にとって、過度の

負担とならないように配慮し、登校を促してまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

議 長 影山議員 

3 番 議 員 議席で再問させていただきます。それぞれの各園・各校の報

告を受けたわけでありますが、園・学校だけではこのような問

題については対応をしきれないということであります。そして

保護者・地域・関係機関等を連携に持って対応を図っていると

いう報告であります。まず津波についてですが、津波について

は学校における、おる時に、また登下校時・学校外での小活動

の時・在宅時いろんな判断が迫られると思います。この前の東

日本大震災時に児童生徒の下校をめぐって判断が分かれた、教

育委員会は何か各校に指示しているのか、指示していればお願

いしたいと思います。それから町防災教育この美波町防災教育

プログラムの件についてお伺いします。先生方の熱意ある考え

にこのような町内の 6 校の小中学校が結束してこのような防災

教育行っているということ、大変こう考え深いものがあります。

先生方の力を本当にこう鑑みる思いであります。このことにつ

いてお伺いします。これは美波町全体で統一しているように思

うが、地域の実態によって異なっても合うかと思います。年間

計画を見てみますと、各教科と関連学習等知的学習を重視して

いるようです。例えば地震のメカニズム、算数では津波の到達
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時刻、避難場所までの距離、理科では津波のエネルギー等、こ

れに比べて防災関連行事を見ますと、実践的な面が少し軽視さ

れている気がします。例えば避難訓練は小中学校とも学期に 1

回、この後地震津波対策の訓練は 9 月に 1 回です。はじめのこ

の言葉の中に子どもの命を守るために作成したもの、予想され

る東海・東南海・南海三連動による地震に備え、我々が過去の

事実に学び、英知を結集し日頃から訓練防災意識を高く持ち、

防災教育を行うことを固く誓うものですというように打ち立て

ておるんですが、この文章は大変立派であります。しかしあま

り実践面において、危機感に乏しい感じもするわけです。教育

委員会はこのあたりどのようにお考えか、お考えがあればお伺

いしたいと思います。 

それから登下校の指導についてでありますが、今年の先ほど

もいいましたが、頻繁に下校中にああいう事故があります。そ

の事故の後、各校への通学路の現地点検を指示したのか、各校

は点検をしたのか、そのあたりを伺いします。また不審者に遭

遇した事例は報告をされていないようであります。それぞれの

学校の対応も先ほど教育長より報告を受けました。また防災教

育の学習プログラムの中を見てみましても、防災訓練が年間、

年に 1 回しかありません。この回数を見ましてもあまり危機感

が感じ取れないわけでありますが、この年に 1 回で適当な回数

と考えているのか、せめて学期に 1 回ぐらいはどうかというよ

うに考えるわけであります。お伺いしたいと思います。それか

ら最後のいじめでありますが、いじめは報告がなかった、人数

がなかったわけですが、なかなか表面に見えにくい部分がこの

いじめにあります。だから教師が把握できていない、本人は自

分だけで悩んでいる、そういうところもあるわけであります。

不登校について報告がありました。そのいじめについて報告、

不登校については以前であれば不登校の生徒に対して支援が中

心だったんですが、このごろでは不登校になる前に見逃さない

ための方策を考えるというように対策を転換したようでありま

す。その中でも特に不登校は中学校 1 年生、小学校では 4 年生

から 6 年生に多いことが報告されております。この県の教育セ

ンターによりますと不登校の児童の生徒は人間関係に苦しんで

いる子が多い、小学 4 年生ぐらいから兆候が出ることが多いの

で、担任教諭らの引続きが重要と指摘しております。今再問の

件についてお答えを願いたいと思います。 

議 長 教育長 
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教 育 長 再問につきまして私の方からお答えさしていただきます。1

点目の危機管理についてでございますが、津波対応ということ

で学校管理下におきましては地震の発生とともに避難して、避

難場所において警報が解除されるまで待機して、保護者への引

渡をしないというようなことで東日本大震災以降整備しており

ます。そして登下校時におきましては、その近いところに上が

れということになっておりますが、高台・山を目指しなさい、

いけないときは建物を目指しなさいとなっておりますが、そこ

のところは今のところは充分に教育できていないというふうに

聞いております。後自宅に置ける場合ですけれども、これにつ

きましても各学校によりまして違いがありまして、どこに逃げ

ているかを書類として一人ひとりに出さしている学校と、まだ

そこまで至っていない学校というのがございます。これからは

その辺も防災教育の学習プログラムを作った組織の中で、統一

的なものを作っていただきたいというふうには考えておりま

す。 

次に防災プログラムの 2 点目ですが、避難訓練の回数が内容

からすると少ないではないかという内容であります。これにつ

きまして学期に 1 回防災学校訓練ということで、さまざま内容

について行っているのが実態であります。その中で地震に対応

した津波避難訓練につきましては、例年 9 月 1 日に行われてお

ります町の避難訓練の時に施設の避難訓練のときに合わせて実

施さしているのが現状であります。けれども、今年の場合は 7

月に 3 県合同の津波避難訓練が予定されるかと思いますけれど

も、そのような折にも当然しますし、学校ごとにおきましては

休み時間に抜き打ちにやってみたりというようなことも実施し

ております。必ずしもここに書かれたとおりにしか実施されて

いないということにはなっておりません。防災学習プログラム

に書いたとおりにしか実施していないという内容ではありませ

ん。防災学習プログラムの 1 番の内容は事業の中で防災教育を

織り込める部分には織り込んでいきましょうと、防災教育だけ

の時間はとれないので、この教科・領域の中で関連する部分で

はこういう津波とか災害に対する知識を一緒に織り込んで、そ

の教科を教えましょうというふうな内容のプログラムの作成に

つとめております。この中でさっきおっしゃられました各校の

見直しの中に、防災訓練のあり方を交流するための役員会を開

くでありますとか、学習プログラムの内容を持ち寄って見直し

をするでありますとか、マニアルを持ち寄って各校の対策を意
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見しあうというようなことも入っておりまして、総じて今後動

き始めるというふうに今年度から動き始めているというふうに

理解していただけましたらありがたいと思います。 

それと登下校時に事故が発生した件を受けて、教育委員会か

ら何か指示をしているかということですけれども、これにつき

ましては地教育もそうですけれども県教委からも指示がまいり

まして、学校には指示伝達をしております。 

あと不登校・いじめがなかなか分かりにくいだろうという内

容でありますけど、先ほど申し上げましたいじめというのはひ

とつの定義があるんですけども、その定義にしばられているわ

けではありませんで、小さな小競り合いとか、子どもの様子が

おかしいでありますとか、そういうことについては随時対応し

ております。決していじめ小さなものがないとかいうのではな

くて、子ども同士の小競り合いというのは推測の仮定で当然あ

るであろうというふうには考えておりまして、それは学校現場

が間違いなく対応しておりまして、ちょっと気になるようなも

のでありましたら保護者とも連絡をとって、当事者と保護者を

呼んでそれぞれに指導を、あるいは協力をお願いするというよ

うなことで取り組んでおります。それと不登校の件ですけれど

も、4 年生と中 1 ということで従来、小 1 ギャップや中 1 ギャッ

プということがあった中に 4 年生というのが入ってきましたけ

れども、これにつきましては当然ながら子どもの変化等いうも

のには気を配っておりますが、当然 3 日休んだ場合には今の状

態では 3 日休んだら早よう対処せえというふうなことも手続き

上常識といいますか指示されております。そういう場合には速

めに対応しなさいということで、理由も無く 3 日間休んだ場合

は対応するということで取り組んでおりますが、繰り返される

そのこ子の事情・家庭の事情いろんなものがございまして、こ

ういう方法でやるとさっと解決するというようなところのなか

なか無い問題かなぁというふうに捉えておりまして、ただしそ

ういうことには甘んじておりませんので、1 日も早く解決するよ

うにという努力は間違いなくしておりますし、私の方からもこ

とあるごとにお願いしてございます。以上でございます。 

議 長 影山議員 

3 番 議 員 ありがとうございました。最後に町長にお伺いします。東日

本震災の以前は日和佐幼保は旧の日和佐高校跡地に移転する方

向をほぼ固めておりましたようですが、国などが作った新たな

被害想定で、津波浸水のある恐れのあり、震災後保護者は不安
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を募らせ早期移転を要望しております。町は今後どのような方

向を考えているのかお伺いします。 

議 長 町長 

町 長 今の議員がおっしゃられたとおり、3 月 11 日がなければです

ね、旧の日和佐高校跡地を予定地として幼保の移転を考えてい

たところでございますけれども、昨年の東日本大震災を受け、

そしてまた県の暫定ではございますが浸水深も受けまして、今

のところ最終、国から出される最終の津波高等を勘案しながら

また幼稚園・保育園の保護者の方達とも話し合いをしながら今

後その移転先については検討していきたいというふうに考えて

おります。昨年も 8 月に幼保のいわゆるＰＴＡの会長さんと保

護者の代表の方から移転を早急にというような要望はいただい

ておるところではございますけれども、そういったわけで最終

の国の公表を待って判断をさせていただくというような考えて

おります。 

議 長 影山議員 

3 番 議 員 ありがとうございました。岩手県の釜石の市立 14 小中学校は

校内に 3,000 人居たが全員無事だったと、普段から津波が来た

らどうするかと勉強しておったと、子ども達は想定は信じるな

とも教えられていました。実際に起こることは想定どおりには

ならないと教えられておりました。またお隣の牟岐町のある小

学校の校長先生から聞いた話ですが、毎月津波避難訓練を実施

しております。平常から防災の実践化・行動化を図っていると

話しておりました。いざというときに自然と行動化すると思い

ます。これは児童生徒だけでなく、教師自身にもいえることだ

と思います。また保育園・幼稚園では毎月何かの避難訓練を行

っております。なにぶん幼い幼児なので繰り返すことによって

実践化、意識付けにを行っているものと考えます。しかし小学

校に入ると毎月行っていた訓練が行われなくなり、危機意識が

薄れると考えられます。それに今までの環境からすっかり変っ

た場所では土地勘がない状況です。特に低学年の時はもっと回

数を増やすべきでないかと思います。 

池田小学校副校長の当時 6 年生担任だった先生の話です。後

悔は今でも消えない、教師は勉強を教える以前に子どもの命を

預っている、事件の後そう強く思うようになった。宮城県石巻

市の大川小学校生存の先生の校長先生の手紙の中にも後悔をし

ている、山に逃げた、しかし木が倒れてくる、それでまた場所

を変えてそれによって子ども達に多くの被害が出た。あの山に
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道が 1 本でもあったら子ども達が助かったのに、という大変悔

やまれたそのような手紙がのちに提出されております。一方岩

手県の釜石、いわゆる「釜石の奇跡」です。津波の犠牲者を児

童生徒から 1 人も出さなかった、さっきいった普段からの勉強・

訓練が徹底したということです。中央教育審議会は教育現場で

の死亡 0 を目指すそういう計画を文部省に答申しまして、自然

災害や事件・事故を想定し、安全教育を独立した教科として創

設することを検討していると、また徳島大学の研修センターで

も宮城県の小学校・中学校調べた教授は、教員・保育士の判断

によって犠牲者に差が出たことや、保護者への引渡後に犠牲に

なったケースが多いことを強調しております。いろいろと申し

上げましたが、どうか子ども達の命が先ほどの中教審にあった

ように、教育界から犠牲者 0 でなければいけないと思います。

目指すでなしに、そのためには普段の備えが大事であろうかと

思います。子ども達の貴重なとうとい命を守るために一丸とな

って邁進されますよう、切にお願いいたしまして私の質問を終

ります。 

議 長 以上で影山議員の質問は終了しました。 

続いて 11 番寺下議員の一般質問を許可いたします。 

寺下議員 

1 1 番 議 員 私からは大きく 3 問若者の定住対策、防災減災のまちづくり、

美波町総合計画について質問させていただきます。 

まず 1 問目の若者の定住対策について細かく 3 点に分けてお

伺いします。まず 1 点め本町においては平成 21 年度から乳幼児

と医療費の助成対象年齢を小学校終了までに拡充しました。当

時において他市町村に引けをとらない先見的な施策だったと思

います。徳島県議会の 6 月定例会において飯泉知事はこれまで

県では小学 3 年生終了まで助成対象であったのを小学校終了ま

でに拡充し、10 月 1 日から実施するということを所信表明され

ました。本町においては子育て環境の充実策として助成対処を

中学校終了までに拡充してはどうかと考えますが、検討はされ

ているのでしょうか、お伺いします。2 点目空家対策と住宅確保

に向けての環境整備はどのようになっているのかお伺いしま

す。定住を考えたとき何よりも住む場所の確保が必須であり、

美波町で育った若者であっても住む場所がなくて町外に出て行

かざるを得ない人たちもいます。そしてそのような人たちは今

後増えてくると予想されます。平成 19 年 10 月には移住交流支

援センターも設置されていますが、現状どのような対応対策を
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しているのかお伺いします。今回の補正予算にも赤松の教員住

宅の改修等が上がってきておりますが、今後公営住宅を増やす

などの考えはあるのかお伺いします。3 点目若者にとって子育て

環境や教育環境の充実が生活を営んでいく上での魅力的な町の

条件になると考えます。そして過疎高齢化の加速している本町

においては若者の増加が町の持続性や活性化にもたらす影響は

大きいと思います。定住対策は本町にとって最優先課題のひと

つだと考えますが、どのような方向性や目標を持っているのか

具体的にお伺いしたいと思います。以上答弁のほうよろしくお

願いいたします。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 それでは私の方から寺下議員質問でございます若者の定住対

策として 1 点目の医療費助成について、中学校卒業まで拡充す

ることを検討してはどうかというご質問に対してお答えいたし

ます。 

美波町では、子育て支援を目的に乳幼児等の医療費本人負担

額の助成事業を行っており、県の補助基準年齢の小学校 3 年生

までに加え、平成 21 年 4 月からは美波町独自の取り組みとして

助成対象年齢を小学校卒業までに拡大してまいりました。 

本年 10 月より県の補助基準年齢が小学校 3 年生から小学校 6

年生までに拡大されることになりました。寺下議員さんご質問

の医療費助成を中学校まで拡充してはどうかということです

が、子育て世代の経済的負担を軽減することで、適正な医療機

会を確保し児童の  健全育成を図る支援ができますことを考え

ますと、本町においても対象年齢の拡大について前向きに検討

してまいりたいと考えています。以上でございます。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 私の方からは 2 点目と 3 点目についてお答えさせていただき

ます。まず 2 点目の空家対策等、住宅確保に向けての環境整備

は考えられているのかでございますけれども、若者の定住対策

としては、仕事と住まいについては大きな柱の 2 つであると考

えております。その 1 つである住宅確保についてでありますが、

町営住宅としては若者住宅も含め現在 13 の町営住宅施設があり

ます。戸数としては 187 戸あり、若者を含めた住民の方々の住

宅施設としてご利用頂いているところでございます。これら町

営住宅の空き状況は現在、西の地住宅で 1 戸、櫛ヶ谷住宅で 9

戸の募集を行っているところでございます。 

また、旧赤松小学校教職員住宅についても平成 24 年度に改修



 35

を行い、町営住宅として利用する予定といたしております。町

営住宅の建設についてでございますけれども、それにつきまし

ては現在の町営住宅の老朽化等改修も含めて、今後検討課題か

と思っております。次に、空家についてでございますけれども、

過去の資料にはなりますが平成 20 年の空き家調査で町内全体で

325 戸の空き家がございました。その内貸出が可能である物件が

11 件ございました。空き家情報として提供頂ける物件は、随時

町のホームページで掲載し、情報提供を行っているところであ

りまして、移住を希望される方や町内の方でも見学に訪れます

が、立地条件・価格等で成立に至らないのが現状であります。

このようなことから、空き家情報の数も増やして参りたいと

考えておりますが、荷物を置いてあったり、年に数回は利用す

るなど提供して頂ける空き家は限られております。現在、空家

情報として提供したいとの申し出も 1 件伺っていますが、広報

活動も含め取り組んで参りたいと考えております。 

また、定住促進施策としてはご承知のとおり、転入し空家等

を改修する場合は、改修費 300 万円を上限に 2/3 を補助する制

度があり、また資金の融資を受けて居住用の住宅を新築、増改

築する場合活用する場合は 1 年で利子の 1/2 限度額 10 万円で 10

年間補助することとしています。ちなみに平成 23 年度の住宅改

修の補助金の利用状況は 2 件ございました。それから建築資金

借入利子補給金の申請者は 19 名ございました。 

今後においても、ハード、ソフト両面から若者の定住促進対

策に取り組んで参りたいと考えております。 

次に 3 点目の子育て環境や教育環境の充実が若者にとって魅

力的な町の 1 つの条件になると考えるし、若者の増加が町の持

続性や活性化に直結すると思う、本町にとって優先課題の 1 つ

だと考えるがどのような方向性や目標を持っているか具体的に

伺いたいでございますが、まず子育ての環境についてでござい

ますが、少子化の進行により、保育園の入所児童数は減少傾向

にあります。しかし、就労などに伴う保育ニーズは多様化の傾

向にあると考えられます。そのためにも、本町では保育サービ

スの実施体制を維持しながら、保育園における一時的保育事業、

放課後子ども教室、地域子育て支援センターなど子育てを支援

するサービスを実施しております。経済的支援では前段で保健

福祉課長からも申し上げておりましたけれども、町独自での乳

児医療対象年齢の引き上げを行ってきております。 

また、子どもと親の健康の確保と増進においては、医師・保
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健師・栄養士・保育士等多職種のスタッフによる健診や相談事

業を行っています。またその機会を利用して、人口の少ない地

域だからこその、子どもやその周りの環境に考慮した関係作り

を大切にし、子育てに困った時どうすればよいのかと保護者の

方が思った時に、相談できる機関や体制をとりたいと考えてお

ります。 

昨年度より、光をそそぐ交付金事業費において、住民にとっ

て身近な町の窓口での相談事業やあそびの相談教室を実施して

おります。特にあそびの教室では、子どもたち一人ひとりの発

達に合った遊びを一緒に見つけながらできることを増やし、好

きなことや自身をいっぱい育んでもらいたいと活動しておりま

す。昨年度の利用者は 1 歳から小学校 2 年生まで計 21 名でござ

いました。発達検査の結果や子どもの頃の様子をお聞きしなが

ら遊びと保護者との面談をとおした 1 時間 30 分の教室です。乳

幼児対象のあそびの広場も昨年度は 21 回 476 人に利用していた

だきました。今年度は心理職の相談員も臨時雇用しこの事業を

実施しております。 

また、子どもの頃からの生活習慣予防のために、小学 5 年生

と中学 2 年生の子どもへの希望者に血液検査を行っています。

その検査を学校保健との連携を基に子どもの頃からの予防に向

けた取り組みを美波町独自の形で勧めて行きたいと今年度より

見直しをしています。次に、身体やこころまたは子どもの発達

をとらえた継続した支援を、学校や保育園・幼稚園・児童館や

交流センターとも事業を通して考えています。各ライフサイク

ルで継続した支援が受けられるような体制づくりを整えてまい

ります。 

次に学校教育関係でございますけれども、町費教員の配置によ

る教育の充実、校内ＬＡＮ整備によるＩＣＴ環境の充実、スク

ールバスや通学費補助による通学支援など学校教育関係の充実

に努めております。また、社会教育では、うみがめ博物館カレ

ッタでは町内小学生を対象に入館料を免除、Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ーでは、夏休み期間中、町立小・中学生にプールの無料開放を

水・木・金曜日の 13:00～16:00 の間ですが行っています。 

子どもたちが成長していく上で、家庭から園・学校とありま

すがその環境は変わっていきます。環境が変わっても、関係機

関が「つなぐつながる支援」で子どもたちの成長を育んでいけ

るような環境を考えていければと思っております。今年度策定

いたします第 2 次総合計画の中でも十分検討させて頂き、今後
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計画に反映出来ればと考えております。以上です。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 自席から再問をしたいと思います。いろいろと答弁をいただ

いたんですけれども、この町を持続させていくためには計画や

目標をただ立てるだけではなくて、実際に何をやっているのか

何をやるのか、どういったものが目に見える行政にしていかな

くてはならないと思います。先ほどの答弁でも前向きに検討し

たいという言葉をいただいたんですけれども、医療費の助成に

関しても、もう早急に検討し実現するぐらいの強い意思を持っ

た検討をしてもらえたらと思います。公営住宅に関しては今後

老朽化等のことから改修も含め検討していくという話だったん

ですけれども、空家は平成 20 年かな、325 軒で貸すのが可能な

のが 11 軒というのがあったんですけれども、やはり先ほどもい

われたように荷物が置いてあったりとか、いろいろな状況はあ

ると思うんです。でもその中でほな荷物の置く場所をどっかに

確保するとか何か違った発想の転換をすればそこがまた貸すこ

とが可能になることがあると思うので、そのあたりももっと検

討しますとか、取り組みますという答弁が私個人としては現状

回避のみの後ろ向きな解答のように聞こえてしまうのですが、

やっぱりもっとこの町を何とかしたいという熱い意思のこもっ

たもっと前向きな答弁をいただけたらと思います。町独自の施

策について、今ソフト面に関してはいろいろと説明もいただき

ましたし、取組みやその効果等も充分に見てきていると思うん

ですが、例えば海陽町においては今定例会において「海陽町こ

どもあゆみ条例」というものが議決されました。これは行政・

議員・住民代表からなる少子化対策検討委員会で協議を行い、

取りまとめをし、それが新たな目に見えるかたちで実現したこ

とだと思います。内容に関しては詳しくはあれなんですけれど

も、財政調整基金から 10 億円を取り崩し、こどもあゆみ基金を

創設し、今後 10 年間に渡り 1 年 1 億円の予算内で少子化対策に

充当するというものだそうです。もちろんそれぞれ市町村にお

いて立場もおかれている状況も異なります。予算の確保だけが

若者の対策につながると言うものでもありません。しかしその

動きには自分立ちの手でその町をなんとかしたいという熱い思

いが込められていると感じるのです。本町に置き換えれば先ほ

ど礒野総務企画課長の方から既存の条例である定住促進対策条

例の内容について説明等ありましたが、その条例を既存の定住

促進条例や産業振興条例などの条例について新たに改正を行う
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ことで、もっと違った新たな効果が期待できるものもあるので

はないかと考えます。新しい施策を新たな発想で企画し、提案

するということは、若い世代に対する大きなアピールにもなり

ます。実際は充分に議論や検討はされているにもかかわらず、

結果としてあまり変っていないように見えてしまうのかもしれ

ません。しかし私達住民には何がいつどのようなメンバーや体

制で議論された結果であるのかを知るすべもありません。町長

は年齢も若く、周りの意見に充分耳を傾けられ、柔軟性のある

考えをお持ちです。今後新規の目玉施策等を上げるというかそ

ういうビジョンがあるのか、今までにあまりこう見えてこなか

った部分に関してどういう理由があるのか、町長にお伺いした

いと思います。 

議 長 町長 

町 長 今おっしゃられた産業振興でありますが、定住促進につきま

して、また子育てにつきましても議員おっしゃるようになかな

か住民の方々の目に見えない部分が多いというのもあろうかと

思いますけれども、いわゆるワクチンの接種についての町の補

助でありますとか、それから先ほどらいお話のあります乳児医

療の小学校 6 年まで、そういうような取組み等につきましても

県下でも早い部類に属するのではないのかなぁというふうに思

っております。大きな目玉といいますか、言葉が悪いですけれ

どもパフォーマンス的でありますとか、情報発信の仕方ってい

うところで、情報発信の仕方がまずいのかなぁというふうに思

っているところがございますけれども、住民の方々がこの町で

住みやすい町政を行っていくっていうことは私の考えではござ

いますので、今後そういった町の施策等につきまして、できる

だけ分かりやすいようなかたちで、住民の方々にお知らせする

方法、私共としては町の財政につきましては分かりやすい予算

書等も作らさしていただいてお配りさしていただいたりとかい

うこともさしていただいていますけれども、まだまだ充分では

ないのかなぁというふうに考えているところもございますの

で、今後は議員おっしゃられるように町がどのようなことをや

っているのかっていうことをできるだけ住民の方に分かってい

ただけるような、そういった伝える施策といいますか、そうい

ったものも充分考えて行きたいと思っております。よろしくお

願いを申し上げます。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 町長の方からも伝える、情報を発信する、積極的に行いたい
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という答弁をいただきました。たしかにもっとこう情報が開示

されたら若者世代もいろいろな施策を情報収集できたりすると

いうこともありますので、今後積極的な情報発信を進めてもら

えたらと思います。若者の定住は新たな活力をもたらし、新た

な命をはぐくみ、美波町の将来を必ず明るいものにしてくれま

す。今後とも具体的な対策等に力を注いでもらえるようお願い

したいと思います。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 次に防災・減災のまちづくりについて 2 点に分けてお伺いし

ます。まず 1 点目、町長の答弁にもあったんですが、昨年 8 月

に日和佐幼稚園・日和佐保育園の保護者から町と議会に高台移

転を含む早期環境整備についての要望書が提出されています。

保護者は常にいつ来るかもしれない地震・津波への心配を持っ

ています。それと同時に影山議員の質問の答弁にもありました

が、現場の職員達も不安を抱えながら避難訓練等、周囲の職場

の人や地域の人の協力をいただきながら、今できることに必死

に取り組まれています。町が直面している課題は沢山あって、

もちろんそこには優先順位をつけて検討していくものだと認識

はしていますが、保護者にとってまた孫を心配する祖父母にと

って小さな子ども達をあのような危ない場所に預けるという現

状はなによりも早急に課題解消されるべきことではないでしょ

うか。移転場所については町当局においても検討をかさねられ

ていると思いますが、先ほどの影山議員の質問の答弁にもあっ

たんですけれども、再度お聞かせ願いたいと思います。当時の

そうした課題を所管していた子どもセンターは今廃止されてい

ます。そのことも含めて現時点での状況についてお伺いします。

2 点目、公共施設の耐震化についてですが、昨年の 6 月議会

の一般質問において公共施設の耐震化については計画的に図っ

ていくと答弁されています。その後どのように計画性を持って

行われたのかお伺いします。また非構造部材の耐震検査等の状

況についてもお伺いします。加えて地震発生時、公共施設内に

いた人達に対する施設内避難路の確保が重要になりますが、転

倒防止危惧の設置や窓ガラスの飛散防止フィルムなどの対策は

講じているのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

議 長 副町長 

副 町 長 私の方から、防災・減災のまちづくりについて、答弁をさせ

ていただきます。まず、1 項目目の日和佐幼稚園・日和佐保育園
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の移転について検討状況は、でございますけども、平成 23 年 3

月議会において、平成 23 年度において取り組む重点施策といた

しまして 6 項目を掲げ、その中で幼保一体化施設建設に向けて

の基本構想の策定を掲げまして、移転改築について検討してい

く予定としておりましけども、3 月 11 日の東日本大震災、それ

から徳島県が公表をいたしました暫定津波浸水予測図で 1～4 メ

ートル浸水するとの予想が出されたこともございまして、未だ

基本構想の策定には至っておりません。これまでの議会におい

ても、一般質問で何度か同様のご質問をいただき、その都度お

答えをさせていただいておりますけども、直近では昨年の 6 月

議会でご質問をいただきまして、移転場所について特に 1 点に

限ることなく幅広く検討させていただきたいとお答えしており

ます。 

さきほども影山議員のご質問に対し、町長がお答えをいたし

ましたように、平成 23 年 8 月 26 日には寺下議員が申しました

ように日和佐幼稚園ＰＴＡ会長それから日和佐保育園保護者会

会長から防災に関する要望書も頂き、幼保園舎の移転改築それ

から現施設の耐震化等 5 項目の要望をいただいたところでもご

ざいます。 

このような状況を踏まえまして、幼保施設の移転改築につき

ましては、先程町長がお答えしたように、国から示される津波

浸水高の最終報告を待ちまして、また今後保護者の方々との意

見交換等も行いながら、移転場所等の検討を行ってまいりたい

と考えております。 

次に、2 項目目の公共施設の耐震化は進んでいるのか、につい

てでございますけども、この役場庁舎とか病院・学校関係施設、

それから社会教育関係施設・町営住宅等町が所有又は管理する

公共施設は数多くございます。これらの施設の多くは、昭和 56

年 6 月 1 日以降のいわゆる新耐震基準で建築された建物でござ

いまして、耐震性を有しておりますけども、それ以前に建てら

れた施設については施設の老朽化と相まって、少数ではござい

ますが、今後の対策が必要な建物もございます。旧耐震基準に

よって建築された建物につきましては、今後起こりうる東海・

東南海・南海の三連動地震対策といたしまして、施設の耐震化

等の重要性は十分認識致いたしており、これまでにも計画的に

耐震診断等を実施し、耐震改修も行っております。 

例えば、役場庁舎では由岐支所それから由岐公民館、それか

ら日和佐公民館等の重要施設でありますとか、小・中学校につ
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いても、すでに耐震改修が出来ております。 

今後につきましては、昭和 56 年以前に旧耐震基準で建築され

た建物についても、必要に応じて対応していきたいと考えてお

ります。 

また、非構造部材の耐震検査等の状況や、施設内避難路確保

のための、転倒防止器具の設置や飛散防止フィルムなど対策を

講じているのか、についてでございますけども、「非構造部材」

とは、柱・梁・壁・床等の主体構造部以外の部材を言いまして、

狭義的には外壁をはじめとする主体構造部以外の建築物の部位

を指しまして、広義的には設備機器、それから家具等も含まれ

るとされています。 

昨年の東日本大震災では、特に天井材とかガラスの落下など

非構造部材によります被害が数多く発生しており、現在、国も

専門委員会を設け、今後どうすべきかが議論されている最中で

ありまして、非構造部材に関しても検討課題として検討されて

いると認識をいたしております。このことにより、町といたし

ましては今後、国・県の指導を仰ぎながら対策を進めて参りた

いと考えております。 

また、転倒防止器具の設置や飛散防止フィルムなど対策では、

日和佐保育所や由岐保育園では、強化ガラスの使用によりまし

て飛散防止対策がなされており、また本棚などにつきまして転

倒防止対策も行っております。しかしながら、多くの施設では

転倒防止器具の取り付け、あるいは飛散防止フィルムの対策が

とられておりませんので、今後検討して参りたいと考えており

ます。以上でございます。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 日和佐幼稚園・保育園の移設に関しては、幼保の保護者から

は移転場所や設計について、ほぼ行政内のみで既に出来上がっ

た計画を「はい」これでいきますというと提示するだけという

ことのないように保護者の意見も充分に取り入れていただける

方法をお願いしたいという要望も聞いています。町長は以前か

ら教育環境については保護者の意見を充分に配慮される方針で

あると私は認識しておりますので、そのことを踏まえて移設に

ついては最優先で取り組むべきことだと考えます。先ほど答弁

の中で話し合いをもつということもあったんですけれども、時

期的にいつごろ保護者との話し合いの場を設けるというふうに

考えられているのか、そのあたりを伺いたいと思います。また

防災の対策に関しては、今後その耐震化についても必要に応じ
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て行っていくとか、転倒防止危惧や飛散防止フィルムなども検

討していくということだったんですけど、その中で国とか県の

指導を仰ぎながら行っていくということだったんですけれど

も、いくら事業の効率化を中心に考えるとしても、国から示さ

れる指標であるとか、そういうんを待つばかりがロスのない作

業に繋がるとは思いません。その国・県との指導と合わせて町

としても平行して議論を重ねていく方向が、指標が出たときに

すぐスピード感を持って対処できると思うので、その当あたり

も考えていただきたいと思います。これまでにも町長はできる

ことからすべてやると、防災対策についてはできることからす

べてやっていきたいと答弁されています。今回私が質問したこ

とは昨年の 3.11 以降、早急に対応を進めていくことであったと

思うし、今すぐにでもできることであったと考えますが、なか

なか現状では進み検討が進んでいってないように感じるのです

が、そのあたりどういったことがハードルになっているのか、

そのあたりも町長の認識をお聞かせいただきたいと思います。

そして今後具体的にどのような対処をしていくのかもお伺いし

ます。 

議 長 町長 

町 長 まず初めに幼保の保護者の方との話し合いの場が時期がいつ

になるかっていうことでございますけれども、国の方のいわゆ

る最終の公表があるのはいつかっていうことがございますけれ

ども、話し合いにつきましてはできるだけ早い時期にというふ

うに考えておりまして、今年の 4 月 1 日の人事異動の際にも新

たな園長にはその旨をお願いしているところでございますの

で、話し合いといっても 1 回だけということにならないと思い

ますので、皆さま方の、昨年の保護者の方と今年の保護者の方

っていうのは入れ替えもございまして変っているところもござ

いますが、そういったことで保護者の方の意見も充分お聞きし

て、そして最終の浸水深・津波高が出たときにはそれを持って

進めさしていただくというふうに考えておるところでありま

す。 

それから 2 点目のいわゆる構造部材でないところで、今回の

東日本大震災を見て一番大きかったのは、建築基準法上は大き

ないわゆる構造部材のところを主に基準を設けて、建物が倒壊

し内容にでありますとか、そういったことをやっておりますけ

れども、今回は大きな体育館の屋根が落下して多くの方の命が

奪われたでありますとか、エスカレータが落ちたりとか、いろ
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んな落下による死亡というようなことが非常に多かったという

ことであります。ですからそういったものにつきましては、先

ほどの答弁というのはそういったものについては、国・県の指

導を仰がないとなかなか点検の検査すらもなかなかしにくいと

いうようなことになるのかなぁということでの答弁をさせてい

ただいたところでございますが、議員がおっしゃっております

ような飛散防止のフィルムを貼るっていうのはすぐにでもでき

ることかなぁというふうに思っております。その費用につきま

して平米あたり 15 千円程度というふうに聞いておりますので、

1 校あたりをしますと多分 4,000 千円から 5,000 千円ぐらいの金

額になるのかなぁというふうに思いますので、そういったとこ

ろも含めてまずは全てがフィルムを貼らなくてもいけるような

強化ガラスっていうのも既にしているとか、アクリルガラスに

なっているところもございますので、いわゆる割れるガラスの

ところを、まずはほんで生徒さん達・児童さん達がいらっしゃ

るところから始めさしていただいて、大きないわゆる基準がこ

れからでてくるようなところについてはその都度というような

ことで取組みをさしていただきたいと思っています。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 今具体的な、今後進めていく内容の答弁をいただきましたの

で、防災対策については単発ばかりの事業ではなく、様々な事

業が互いの連携イメージを描けるように進めていってもらいた

いと思います。地震津波への備えは海と共に生きる美波町にと

って最重要課題であり、被災地や防災取組みの先進地に習い、

調査や研究を行い対策し続けることが重要だと思いますので、

今後も住民と共同で取り組んでいただくこと、強くお願いした

いと思います。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 最後に美波町総合計画について細かく 3 点質問いたします。

今年度策定する美波町総合計画は平成 25 年度からの 10 カ年計

画と聞いています。初日の町長提案理由の説明の中でも委託業

者を決定したという報告がありました。これから早急に策定に

かかるとしても、策定期間は残り 9 ヶ月ほどしかありません。

この総合計画は本町の最上位計画であるはずです。前回作成さ

れた策定計画は平成 20 年度から今年度までの 5 カ年計画で、平

成 18 年 19 年を策定期間にあわし、審議委員 15 名また町民参加

型のアンケートが実施されておりました。今回計画期間も長く

なっているなかで、このような短期間でどのような過程を経て
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策定するのか、私個人としてはものすごく不安があります。そ

こで策定日程や内容について詳細をお伺いします。2 点目に現総

合計画の策定時やその後において、議会の一般質問でもこの計

画の具体的な実施計画やその検証方法についても充分に考える

必要性があると議論されています。平成 20 年 6 月議会で私が「具

体的な実施計画はどうするのか」という質問をしたときに、当

時の総務企画課長であった影治町長は「実施計画は過疎地域自

立促進計画をあてる」という答弁をされています。今回も、も

しそれを実施計画にあてるとしたら当時はハード面が基本でし

たが、平成 22 年度からはソフト面においても大きく拡大されて

います。その影響は真剣に取り組めば大きいものであると考え

ます。今回はどのようにするのかお伺いします。3 点目総合計画

の施策の大綱の中には地方自治町財政運営が必ず上げられると

思います。住民と協働の町づくりを進めるなら、旧由岐町にあ

った町づくり住民参加条例を参考に、美波町独自の条例をつく

ることもひとつのきっかけづくりになると考えます。このよう

な条例については、積極的に検討されるのかどうかお伺いしま

す。また平成 22 年 4 月から施行されている職員政策提案制度を

しっかりと機能させることが、やる気ある職員の育成に繋がる

と考えますが、現状についてお伺いします。また今後担当をど

こにして、どのように機能させていくのかについても合わせて

お伺いします。以上答弁よろしくお願いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 寺下議員のご質問にお答え致します。第２次美波町総合計画

の策定につきましては、昨日、株式会社ぎょうせいと委託契約

を締結いたしたところでございます。策定に係る委託期間は、

来年 3 月末までの 9 ヶ月間でございます。計画策定のスケジュ

ールでございますが、7 月末を目途に基礎データの収集、現地調

査などを行い、9 月末までに住民アンケート調査を実施する予定

でございます。それらの作業と同時進行で、庁内ワーキンググ

ループ、また各種団体の方々を含めましたワークショップを行

い、早ければ年内に原案を取りまとめたいと思っております。

その後審議会での検討、パブリックコメントを経て、補修正を

加え、来年 3 月に計画が策定できる見込みとなっております。

なお前回の計画につきましては、議員おっしゃられるように平

成 19 年度で行っておりますけれども、18 年度につきましては

12 月の契約となっておりまして、アンケート調査を主に、それ

と基本構想の原案ということでなっております。 
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次に 2 点目でございますけれども、現在の総合計画策定時合

併当初から議会において実施計画検証方法等をしっかりと考え

る必要性について議論されているが、今回はどのようにするの

か、でございますけれども、今回の第 2 次美波町総合計画の策

定に際しましては、まず現総合計画の検証評価を行う予定とい

たしております。その結果を分析しまして、第 2 次総合計画策

定に係るの基礎資料の 1 つといたすことといたしております。

また、総合計画の実施計画についてでございますが、以前に

も町長から答弁がありましたように、実施計画としては過疎地

域自立促進計画の事業計画を充てることといたしております。

しかし、時代が激しく動く中、財政的な裏付けや社会経済情勢

を判断しながら毎年度計画を見直しを行う、ローリング方式と

いいますか、そういったかたちで計画を進めさせて頂くことと

いたしております。 

次 3 点目でございますけれども、施策の大綱の中に地域自治

行政財政運営は必ず揚げられると思う、住民と協働のまちづく

りなどを進めるなら、旧由岐町にあった「まちづくり住民左官

か条例」を参考に、美波町独自の条例をつくることもひとつの

きっかけづくりになると考えるがどうか。また平成 22 年 4 月か

ら施行されている職員提案制度をしっかりと機能させることが

やる気のある職員の育成に繋がると考えるが現状はどうか、今

後担当をどこにしてどのように機能させていくのか伺いたいに

ついてでございますけれども、地域自治を進めて行く中で住民

との協働は必要不可欠であると考えております。旧由岐町時代

にあった「まちづくり住民参加条例」は住民と町が共に考え行

動しながら、住民自らによるまちづくりを進めるための基本的

な事項を定めたものであります。 

この協働の考え方につきましては、地域づくり推進条例にも

ありまして、「美波町におけるこれからのまちづくりは、それぞ

れの地域を大切にし、そこで生活する住民やその地域を大切に

したいと思うもの自らが創意と工夫を行いながら、行政との協

働を通じて地域の持続と自律的な運営を模索していくことを基

本とする」となっております。 

現在、町ではこの地域づくり推進条例や定住促進条例など

によりまちづくりを進めているところでありますけれども、過

疎高齢化など地域を取り巻く状況は時代と共に変わってきてい

る中、現状の中でどういった対策が良いかを十分検討し判断さ

せて頂ければと思っております。 
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次に職員提案制度についてでありますが、総務企画課を窓口

として行っております。現在まで 24 件の提案があり、その内何

らかのかたちで取り入れた提案としては、「条例等の改正を新旧

対照表で実施する。」「東日本大震災への支援」「町保有資産の有

効活用、いわゆるインターネットオークション」それから「窓

口カウンターを低くする」などとなっております。提案の中に

は財政負担が伴うものもございまして、すべてを施策に反映す

ることは出来ませんが、職員の町づくりへの参加意識及び政策

形成能力の向上を図る上において、今後も積極的に制度を活用

していきたいと考えております。以上です。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 この総合計画は繰返しになりますが、本町の最上位計画です。

総合計画の前につける町名を変えたら、どの町にでも通用する

ような画一的なそんな計画であってはならないと思います。10

年先の将来をしっかりと見据えながら、町民のニーズを組み込

んだ計画を策定することが大事だと考えますが、先程の答弁に

ついてちょっと確認さしてもらいたいんですけれども、策定の

中で住民アンケート 9 月末ぐらいまでに行うということだった

んですけれども、前回の場合は中学生アンケートや出身者アン

ケート、また住民アンケートというようなアンケートがとられ

てるんですけれども、今回はどのようなアンケートを実施する

のか具体的にお伺いしたいのと、審議会を原案を作って審議会

で審査していくということだったんですけれども、その審議会

メンバーにはどのような人達、どのような団体というのを考え

られているのかお伺いします。それと今回の策定に関しては最

初に総合計画の検証・評価をしていくということだったんです

けれども、その検証・評価は誰がするのか、そういったことも

合わせてお伺いしたいと思います。また本定例会に上程されて

いる繰越計算書の中には災害時危険度判定調査業務で 27,000 千

円、都市計画道路見直検討委託業務で 5,000 千円、総合的な安

全防災基盤整備事業で約 108,000 千円のソフト及びハード事業

が上げられています。また今年度の当初予算には約 7,000 千円

の航空写真撮影費が計上されていたと記憶しています。それら

を総合計画と連携させ、防災対策としてもお互いに連携をイメ

ージできる相乗効果を期待できるようなイメージを私は持って

いるのですが、そのあたりどういうふうに考えられているのか

お伺いします。それと町長は提案理由の説明でも美波町の今進

むべきビジョンを示した総合計画の策定に取り組むといわれて
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います。なによりもこのビジョンを掲げることこそが重要であ

ると思いますし、そのビジョンに人は心動かされ、血の通った

やる気へと繋がるのだと思います。私はどの自治体においても

組長は自らが考える政治方針を示し、それに基づく予算案を提

示することが仕事であると認識しております。町長のいわれる

ビジョンというものはどういものであるのかお伺いします。そ

れと現在進行中の病院問題に関して、住民説明会時の住民の反

応や発言等を考えたとき、少なくともまちづくり住民参加条例

を作った当時の由岐町行政が、どのようなことを意図し、行政

としてどのような仕組みや体制を模索してきたのかを検証し、

現在直面している美波町の状況に照らし合わせてみることも価

値あることだと思います。町長のお考えをお伺いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 寺下議員の再問にお答えいたしたいと思います。総合計画策

定時のアンケート調査についてでございますけれども、今総合

計画につきましては 4 社から提案をいただきまして、最終 3 社

からプロポーザル方式により業務内容の提案をいただいており

ます。今回契約に至りました㈱ぎょうせいとの内容なんですけ

れども、その提案に準じたアンケート調査でございますと住民

の方々にアンケートをとるということで、中学生アンケートは

含まれておりません。住民アンケートの中には幸福度アンケー

トというのがございまして、これにつきましては現在の満足度、

住民の方々がどういったことに満足されて幸せを感じていられ

るかっていうような、そういった最近いわれているそういった

幸福度についてのアンケートを実施する予定といたしておりま

す。それから審議会のメンバーでございますけれども、前回の

第 1 次の総合計画策定時にお願いいたしておりますような住民

の方々・各種団体の長でありますとか、そういったメンバーの

方々が中心になったり、有識者ですかね、そういった総合計画

を策定にするにあたっての有識者の方も含めた審議会を作って

いきたいと思っておりますけれども、具体的にまだ構成メンバ

ーは決まっておりません。それから第 1 次の総合計画の検証方

法についてでございますけれども、この計画を策定する上でど

の時点で検証というか、全段階といいますか初めの方の段階で

行うことになるんですけれども、これについては各課が所管し

ている事務事業について総合計画との第 1 次の総合計画との実

施状況、今現在の状況ですかね、それを比べながら検証を図っ

ていくことになろうかと思っております。それから災害危険度
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の調査であります都市計画道路の見直調査、各種計画の策定業

務を今すでに行っているところでございまして、こういった計

画については今回策定いたします総合計画の中で反映していか

なければならないところは反映するといった、計画の整合性っ

ていうのは図っていきたいと思っています。 

議 長 町長 

町 長 この 10 年後のビジョンというようなところでございますけ

れども、現在まちづくりの基本として住んでよかったと実感で

きる町っていうのが、私が就任させていただいた以降ずっとそ

のようなことで出さしていただいておるんですけれども、その

中に 4 本の柱っていうふうにさしていただいております。今回

総合計画を作り直すにあたって、先程申しましたように検証を

行うということにしております。現在の環境の変化であります

とか、今後こういうことが必要っていうことも含めまして、そ

の検証の中から課題が明らかになってくるのかなぁというふう

に思っておりますので、そういったことも含めまして新たな総

合計画作りというようなことで出さしていただきたいと。その

中身はもちろん 10 年後この町がどのような方向を示すかってい

うような大きな方向性もできてくるのではないかと考えておる

ところであります。次に旧の由岐町にありましたまちづくり参

加条例でございますけれども、これは町づくりの基本条例で通

常いわれているような、私の認識では町の憲法みたいなものか

なぁというふうに思っておりまして、旧の由岐町の条例を読ま

していただいても、前文というのを設けております。ですから

日本国憲法も前文がありますように、そういった意味合いもあ

って作られたのかなぁと思っております。ですからそういった

基本条例を作ること、作らないことを別にいたしましても、そ

ういったことで進めていくことは大事なことというふうに思っ

ておりますけれども、条例ありきっていうふうになってもいけ

ないのかなぁと思いますし、他の町村で基本条例をつくられて

いるところは随分増えてはきておりますけれども、それが有効

に機能しているっていうところをみてみますと、それはまぁ少

ないっていうところが実感でございます。ですからいつ作るか

っていうのは議員おっしゃられるようにきっかけ作りとして、

まず条例を作ってから進めていってもいいのではないかってい

うご意見もあるでしょうし、私はもう少し熟度が増してから作

る方がいいのではないかっていうふうに思っておりますけれど

も、じゃぁ熟度を増すためにはじゃぁどうするのかっていうこ
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ともございます。そんな中であと後段の議員からの一般質問に

もございますけれども、町づくりを進めて行く中で、いわゆる

人材育成的なことでありますとか、それから住民の方がどのよ

うに町政に関わっていくかでありますとか、そういった方法的

なものが今の美波町で充分できているかっていったらそうでは

ございません。大きくは町内会、30 町内会ございますけれども、

その町内会 30 のひとつをとりましても、それぞれ自分達の町内

会のことについて自分がどのようにかかわっていくかでありま

すとか、参加の状況でありますとか、随分言葉的に見ますと温

度差等もございます。以前申したかも分かりませんけれども、3

月 11 日の東日本大震災というのを気に、この防災意識っていう

のが非所に高まっております。私たちの町ももちろん高まって

いるところでございまして、住民の方々が行政の指示といいま

すかそういったものを待たずにそれぞれの自主防災会をはじめ

とするご近所の方達で自分の命は自分で守るっていうような行

動をとられているところがございます。これは正に住民の方の

いわゆる住民自治に向けた出発といいますか取組みの表れかな

ぁというふうに今思っておりますので、今年は県の方でも防

災・減災についての取組みを後押ししてくださるっていうふう

に聞いておりますけれども、そんな中で美波町のいわゆる先進

的な西の地防災会でありますとか、木岐のまちづくりでありま

すとか、そういったところも含めまして、他の町内会・自主防

災会の模範となるような取組みを全体の中でお示ししていただ

いたり、それからご指導していただいたりして、全体のボトム

アップができて、そして今議員がおっしゃられるまちづくりの

基本条例的なものを住民発議といいますか、つくってはどうな

っていうような気運が生まれてくる中で、自然的にこういった

ものができてくるというようなことが一番私的には理想である

のかなぁと思っておるところであります。ですから基本条例と

いうのは町のは町の基本条例もありますけれども、議会の基本

条例であったり、いろんなものがあります。そういったものを

どのように作っていくかっていうのはまさに作っていく過程が

大事であって、そして作ってからまたそれを進化していくって

いうような住民の皆さま方が行政も先頭に立ってではあります

けども、そういったことをしていくことが非常に大切であるし、

一部精神論的なところもあるのかなぁというふうに思っていま

すので、今申し上げましたように今は条例を作る時期であると

は私は今は思ってないところでございまして、充分これからも
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そういったことについては勉強もさしていただくし、検討もし

ていくってことはお約束さしていただいて、答弁とさしていた

だきたいと思います。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 持続可能な美波町を作るためにも、今回計画する総合計画は

とても重要です。行政とともに議会も住民も一人ひとりがその

自分の持つ役割に気付いて、共に知恵を出し合い、経験を結集

し、魅力ある町を作る計画にしていかなければなりません。先

程町長の方からも前向きに進めるといった意見をいただいたん

ですけれども、策定に関しては残された時間は限られておりま

すが、策定方法や内容について充分に力を尽くしていただきた

いと思います。以上で私の質問は終わります。 

議 長 以上で寺下議員の一般質問は終了しました。 

小休します。 

 （小休中） 

議 長 小休に引続き再開いたします。 

続いて 8 番向山議員の一般質問を許可します。 

向山議員 

8 番 議 員 それでは私からは人材育成についてお伺いならびに提案をし

たいと思います。町長は就任に当たり町の主要事業のひとつと

して未来をつくる人づくりを提唱し、今も取り組んでおります。

子どもの健全育成・交流事業・学校教育・社会教育等を今年度

の未来をつくる人づくり事業と位置づけ、今年度の予算はわか

りやすい予算書によりますと当初の事業費として約 1 億円が計

上されております。個々の事業を見てみますと個人個人の人間

性や社会性の向上を目的とした事業が多いようです。個人個人

の能力を上げていくことももちろん重要で、それが将来には美

波町を担う地域リーダー等の育成に繋がるという考え方もある

かもしれませんが、地域を引っ張っていく立場のもの、将来の

美波町を担うものの育成事業にも早急に力を注ぐことも必要と

感じます。そこでお伺いします。地域リーダーや町づくりのた

めの人材育成について町はどのように考えておられるのか、ま

たその育成のための施策について今後の取組みがあればお聞き

したいと思います。 

2 点目として私が感じるところではありますが、将来美波町

を担う地域リーダー、ここで私がいう地域リーダーとは小さな

地域や任意団体のリーダーをはじめ、さらには首長や議員もこ

ころざすものも視野に含めた広い意味での地域リーダーをさし
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ておりますが、美波町の将来に希望を持てる、また夢があるま

ちづくりを語り、またその夢を実行に移してくれるリーダーの

育成のため、町という公平の立場から広い分野での学習を行う

人材育成塾を開設してはどうでしょうか、提案させていただき

ますのでご検討・ご答弁をよろしくお願いいたします。 

議 長 町長 

町 長 それでは向山議員の人材育成の今後の取り組みについて、ご

答弁させていただきます。全国多くの市町村同様に、美波町に

おきましても、人口減少や少子・高齢化に歯どめがかからない

のが現状でございまして、今後、コミュニティの存続が危ぶま

れる地域が出てくる可能性もございます。このような中、町を

元気にし、「住んでよかったと実感できるまちづくり」を一歩一

歩前進させるためにも、地域リーダーやまちづくりのための人

材育成は重要であるというふうに考えておるところでありま

す。人材の中でも、地域全体を常に考えなければならないのは、

私をはじめ役場職員でありまして、各種の地域活性化施策を実

行していく最前線にいるのが、役場職員であると思っておりま

す。このことから、自主性、自立性を育み、政策形成能力や創

造的能力・法務能力等、今後その重要性が高まると考えられる

能力の一層の向上を図ることまた職員一人ひとりが、全体の奉

仕者であることを改めて自覚し、意欲を持って職務に取り組む

こと、住民に身近な行政サービスの担い手としての心構えや効

率的な行政運営を行うための経営感覚を身につけること等が一

層求められている中で、時代の変化に対応できる人材の育成を

積極的に推進していくため「美波町人材育成基本方針」を定め

るとともに、「美波町職員研修奨励事業」や「職員提案制度」を

創設し、職員の人材育成に取り組んでいるところであります。

一方、地域リーダーやまちづくりリーダーの育成については、

独自の制度は確立されておりませんで、地域づくり団体等が実

施する先進地視察等について、産業振興条例規則の中で産業振

興育成・研修奨励金ということで交通費や参加費・宿泊費等を

対象に半額助成をする制度がある程度であります。議員から提

案のございました人材育成塾等の開催についてでございますけ

れども、今後、地域リーダーやまちづくりリーダー等の育成に

ついての支援制度の創設に向けて取り組んでまいりたいという

ふうに考えています。支援制度の内容といたしましては、議員

もおっしゃられましたようにリーダーとしては、それぞれのい

わゆるまちづくりであったり、産業であったり、それから高齢
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者であったりとか学習であったりとかいうようなことがあろう

かと思います。そういった情報を伝えれる仕組みと、それから

町で実質的に支援ができる資金面等につきましての内容を今後

検討して創設に向けて取り組んでまいりたいというふうに考え

ておりますので、答弁とさせていただきます。 

議 長 向山議員 

8 番 議 員 今町長からリーダーの育成等についての考えをお聞きして、

町長もその必要を認めておるという答弁だったかと思います。

そういうことで地域リーダーの支援事業を充実させたいという

ことでございますけども、私としてはリーダーの育成をですね、

公平な立場から町という公平な立場からそういった塾、塾と限

りませんけれどもそういった学校、開校ですね、していただき

たいと思います。地域と町をつなぐ、また将来の町を語って夢

を持ってそれを実行に移していただけるような積極的な人材を

育成していただきたいと思います。松下政経塾は日本の政治を

担うものを創出し、また橋下徹主宰の「大阪維新の会」ではで

すね、政治塾を開催し、当初では 2,000 人を超えるものが志を

持って参加希望をしております。時期国政選挙ではかなりの数

の議員を確保するような勢いでございます。わが町においても

ですね、子ども達が将来の美波町に希望を持って、また夢を持

って生活をして安心していける美波町を創設のためにそういい

った人材育成、できればですね早急に取り組んでいただきたい

と思います。そういうことが町の発展に繋がっていくと思いま

すので、地域リーダーの育成の支援事業を、そういう答弁では

ありましたけれども、なお一層ですね、検討を加えていただい

て、地域発展町づくりに資するような人材を育成していただき

たいと思います。 

昨今ですね、この地方自治も非常に困難な状況に、困難とい

いますか複雑多岐になっておりまして、議員なり町長・組長を

目指す人についてはですね、行政経験がなければなかなか地方

自治を認識というんですかね、理解するのが非常に困難な時代

になってこようかと思います。一般住民の中に非常にそういっ

た素質のある方もおいでますし、そうした人の中からも首長な

んかも目指す人もあってもいいかと思いますので、できればそ

ういう面でもですね、こうそういった人材育成を前向きに検討

していただきたいと思いますので、この再問についてもし町長

のご意見等がもしあればお願いしたいと思います。 

議 長 町長 
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町 長 今議員がおっしゃられた塾っていうことでござますけれど

も、議員が考えられている塾のイメージっていうのが私は充分

まだお話はしてないので、分かりかねるんですけれども、この

一般質問の通告書を見てみますと、主宰というふうに書かれて

いるので、町がそれをいわゆる開催するのではなくて、もっと

踏み込んだっていうようなことで取らさしていただいていま

す。そういうことになりますと、町にそういった地域づくりリ

ーダーでありますとか町づくりリーダーを目指す方を育成する

ための、いわゆるスタッフをどのようにするかっていうことが

ございますが、多くは外部から招聘をしなければいけないのだ

ろうなぁというふうに考えております。そういったことでそう

いった町づくりの専門家を美波町に招聘して講座を設け、例え

ば 1 年間に何回の講座をするとかいうようなことでありますと

か、その中に先進地の視察等も含めて塾を構成するということ

は可能なのかなぁとは思いますけれども、そうなった場合にあ

る程度の方向性でありますとか、この塾のいわゆる目的・趣旨

等をはっきりをさせて、その招聘をするためには非常に多額の

多分お金がかかると思います。ですから私が答弁をさせていた

だいたのは、まだそこまでいくところまで美波町はまだしてな

いかもしれないっていうことで、そういった人材の発掘等も含

めて、外部でいろいろと国の出先機関でありますとか、それか

ら国そのものが主宰しているでありますとか、いろんなその研

修会がございます。そういったところへ 1 年間を通じてカリキ

ュラムはこちらで組まさしていただくけれども、主に行ってい

ただくような研修をしてはどうかなぁと考えておりまして、そ

れに参加する場合の費用の一部を負担させていただくでありま

すとか、それからそういった情報をどのように伝えるかという

情報発信のところの仕組みを考えさしていただくいうようなこ

とでの答弁でありますので、議員と私の認識がといいますか、

求めているところが変っているとは思っていませんので、人材

育成についての取り組みについてはまずそのような方法からや

らさしていただいて、町にそれだけの体力でありますとか、そ

れから人のネットワークでありますとか、そういったものがで

きたあかつきには議員がおっしゃられている目標としての町が

主宰して、まちづくり塾的なものができるようになれば一番い

いのかなぁというふうに思っておりますけれども、まずはそう

いったかたちで取り組まさしていただこうというふうに思って

おりますので、そのようにご理解をしていただけたらと思いま
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す。 

議 長 向山議員 

8 番 議 員 今の答弁ではまずは地域リーダーのための育成のための支援

を行いたいという答弁だったかと思います。先程町長の方から

お話がありました塾については、私が想像しておったようにで

すね、町長さんがさっきおっしゃられたように年数回の講座を

ですね開いて、もちろん講師については外部から、また行政に

ついては職員からでもといいますか、職員から講師になれるん

でないかなぁと思っております。ということで将来美波町に限

らずですね、例えば町村会主催とか、これはまた先のことにな

るかも分かりませんけれども、町村会なり南部圏域なりでです

ね、検討していただいて、大きな意味で広くですね、そういっ

た人材を育成していくような施策をですね、検討をお願いした

いと思います。 

前向きにといいますか、当面は地域リーダー支援のための事

業をということですので、それに期待をして私の質問を終わり

たいと思います。 

議 長 以上で向山議員の一般質問が終了いたしました。 

続いて 7 番北山議員の一般質問を許可いたします。 

北山議員 

7 番 議 員 それでは一般質問をさせていただきます。今回の質問は大き

く 3 点についてお聞きしますので、簡潔にお答えいただきます

ようお願いしまして質問に入りたいと思います。  
まず第 1 点目は、病院建設作業の行程と内容について。3 月議

会の一般質問で、「パブリックコメント以後の細かい日程につい

ては答弁できないが、パブコメの集約が出来たら、その後の行

程もはっきりしてくると思う。」言われたので改めてお聞きしま

す。この議会で「美波町医療体制整備方針」が提案され可決な

れば、いよいよ病院及び保健センターが平成 25 年着工に向けて

動き出します。今後限られた期間の中で結果を出すためには、

町として緻密な計画に基づいて作業を進めなければならないと

思いますので、今後の作業行程について日程と内容及び責任者

は誰なのかお聞かせください。1.町立病院及び保健センターの

組織・運営・施設について町民との認識の共有ということで、

町は、組織についてどのようなものを考えているのか。施設に

ついてはどうか、病院建設にはまず医師の確保が重要、上屋が

出来ても医者がいなければどうにもならないと町長はよく言っ

ていましたが、そのためには医師に魅力ある病院、医師が行っ
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てみたいと思える病院にしなければならないと思いますが、町

はどのように考えているのか。また、町民との認識の共有につ

いてはどのように図っていくのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。2 番目、町立病院及び保健センターの設計の共通認識につい

ては、いつどのように進めていくのかお聞かせください。3 番目、

町立病院及び保健センターの設計委託は、いつどのような方法

で委託するのか、お聞かせ願いたいと思います。4 番目、町立病

院及び保健センターの設計完了はいつと考えているのか、お聞

かせください。5 番目、着工はいつになるのかお聞かせ願いたい

と思います。以上よろしくお願いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 北山議員のご質問に答弁させていただきます。答弁にあたり

ましては今議会で提案さしていただいております病院建設にか

かる議案が議決いただいたということを前提としてお答えさし

ていただきたいと思います。町立病院及び保健センターの組

織・運営・施設について町民との認識の共有ということでござ

いますけれども、町立病院の組織・運営については現在の病院

事業を受け継いだかたちの組織体制、運営を行っていくことと

なります。また、保健センターについては、診療所を置くこと

としていますが、これは診療所の特別会計で運営することとな

り、人員については現在の病院のスタッフを配置することとい

たしております。その他に保健センターを組織するものとして

保健・福祉機能を予定いたしておりますけれども、具体的な配

置については今後調整させて頂くことといたしております。な

お、組織・運営を図って行く上で基盤となる施設についても、

今後医療関係者などからなる検討委員会で十分検討していただ

き、取り組むことといたしております。次に町立病院及び保健

センターの設計の共通認識でございますけれども、町立病院の

設計については、予算の議決を頂きますと基本設計及び実施設

計の前段階といたしまして発注支援業務の委託を専門のコンサ

ルタントに行う予定といたしております。この業務の中で検討

委員会などのご意見を伺いながら基本設計及び実施設計の発注

へ向けての作業を進めさせていただくことといたしておりま

す。保健センターの設計については、国の中央防災会議が近々

出される被害想定により県から示されであろう新たな浸水予測

を受けて、現在の予定地で建設が可能であるかどうか判断して

からとなります。これらを踏まえて設計を進めていくこととな

りますので、保健センターについては若干病院より設計の発注
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は遅れることになろうかと思いますけれども、随時進めさせて

いただくことといたしております。なお、設計に当たっては、

町議会へも随時説明させて頂くこととなりますので、ご意見な

り頂ければと思います。よろしくお願いいたします。次に町立

病院及び保健センターの設計委託についてでございますけれど

も、基本設計及び実施設計の発注時期は検討委員会の開催状況

にもよりますけれども、今年の 12 月頃には発注を予定いたして

おります。設計委託の方法はプロポーザル方式などが考えられ

ますけれども、内部組織であります指名審査委員会での意見も

踏まえて発注することとなります。次に町立病院及び保健セン

ターの設計完了でございますが、町立病院の設計は平成 25 年 10

月には完了出来ればと思っております。保健センターについて

は津波浸水予測を受けてからの発注となりますので若干遅れる

かと考えております。次に着工でございますけれども、設計を

完了し入札手続きに入るまで約 2ヶ月程度必要といたしまして、

病院については地域医療再生臨時特例交付金の発注期限がある

ことから、平成 25 年 12 月～1 月の間の発注を目指すことといた

します。 

病院建設については、町の重要課題でもあることから、今後

ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 自席から再問をさせていただきます。まず 1 点目の組織運営

施設について、町民との認識の共有ということでありますが、

この中で組織について町立病院は現在の職員、支援センターの

方はこれから考えるということと、施設については検討委員会

で検討してもらうと、そういうような答弁だったと思うんです

が、やはりあと期間が少ない限られた機関の中でやるとすれば、

今現在、町としては当然やはり考えておかなければならないと

思います。ですので今町が考えておる範囲の中の話、これを報

告していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。その中で町民との認識の共有についてはどのように図って

いくのかっていうんもお聞きしたんですが、そこらについても

再度お聞かせ願えればと思います。 

2 番目について、保健センターの設計の共通認識ということ

で、これは町民が設計について中身を理解していただくという

ことで、共通認識というようなかたちで書かしていただきまし

たんで、こういうことも当然やはり町民との協働のまちづくり

というような中ではしていくべきと感じますので、こういうこ
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とをいつどのように進めていくのか、お考えをお聞かせくださ

い。 

3 番目の設計委託については 12 月ごろプロボーザル方式でと

いうような答弁がありましたが、今まで過去に小学校を含めい

ろいろプロボーザル方式でやってきましたが、少し結果につい

て問題が生じてきていると思いますんで、このプロボーザル方

式の中身について、もう少し検討していくべきではないのかな

ぁと、そのように考えますが町の認識をお聞かせ願いたいと思

います。以上再問お答え願えますか。 

議 長 町長 

町 長 それでは再問につきまして、私の方から。今いただきました

中で保健センターの中身で検討をしているところっておっしゃ

られたのかなぁと思っておりますけれども、実は今回といいま

すか、明日整備方針につきまして議案を提出するというふうに

なっておりますけれども、議会での基本、議決を待ってからで

ないと動けないっていうような町の執行部のことがございま

す。ですから病院についてもそうですけれども、保健センター

についても今議員がご質問されているような中身の詳しいとこ

ろを検討を充分できているかっていったら、そうではございま

せん。中身について今の現在のところって言いますと、方針に

書かしていただいておりますように、医療・保健・福祉・介護

が連携できれるような施設を目指すというようなことでござい

ますので、そのような感じで、現在のところはご理解といいま

すか、ご認識をお願いしたいなぁというふうに思います。 

それから町民との認識の共有っていうようなことでございま

すけれども、これは検討委員会を立ち上げることとしておりま

す。中身のメンバーについてはまだ決まってはおりませんけれ

ども、住民の方も参加できるかたち、参加していただくかたち

っていうのを取りたいというふうに思っております。そういっ

た中で検討会で検討していく中身について、随時広報等でお知

らせができればというふうに考えておるところであります。 

最後にプロボーザルの件につきましては、前回の議会運営委

員会でも議員のお一人から、北山議員がおっしゃられたような

ご指摘もいただいております。いろいろとプロボーザル方式で

やるっていうふうに決めたわけではございませんが、そういっ

た方式もあるということで検討していくということでございま

すので、今言われた現在までのプロボーザル方式で行った設計

が、全てが全てうまくいっているようではないとご指摘かなぁ
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と思っておりますので、そういったことは充分注意しながら発

注方法は決めていきたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 再再問をさせていただきます。今町長は明日の議案が可決な

ってでなければ動けないというような、そういう答弁がありま

したが、町の考えっていうんは議決があろうがなかろうが、こ

ういう病院・こういう組織でこういう施設にしたい、特に最初

の質問でもいいましたが、病院の施設についてはやはり上屋が

できても医師がいなければなんにもならないと、これは町長の

常々いわれておったことなんで、やはり医師に魅力あるのある、

医師が行きたいというようなそういう病院にするには、やはり

いろんな情報収集をしたのちに、町が最終ある程度考えを持っ

て進めていくべきと思いますんで、今のこの段階で町がなにも

考えがないというのは少しおそまつではないのかなぁと。こう

いうかたちで進めていていいのかなぁというような疑問が残り

ますんで、そこのところもう少しやはり町の考えがあるのであ

れば、この時点でこういうふうな病院にしていきたいんだとい

うような町の意思をはっきりしていただきたいと思います。 

それと町民との情報の共有ということで、検討委員会を立ち

上げて、検討委員会の中に町民に入っていただき、決まったこ

とについては広報で知らせていけたらというような答弁であっ

たように思うんですが、当然決まったことの広報っていうんは

当然の話だと思うんですが、ただ広報だけで知らせてそれでい

いのか、やはり説明会、遂次説明会的なことをやって、幅広く

町民の意見を吸収すべきではないのか、それと検討委員会の中

身についてもまだ今の段階で決まっていないというのは少し遅

すぎるように思います。今の段階から検討委員会を立ち上げて、

中身について検討していって、たたき台っていうんを早く作る

のであれば作っていくべきであると思います。それとその検討

委員会の中身でありますが、今までのあり方検討委員会、それ

と医療体制ですか、町の職員主体の委員会っていうんが何回か

立ち上げられて、その議事録も私読ましていただきましたが、

その中身については最終町の指導に委員が追随していくよう

な、そういうような結果になっていったように思います。そこ

でやはり病院建設ということになれば、他の施設とは違い、特

殊な構造になってくると思いますんで、町の職員でなく、やは

り専門的知識を持った委員さんに入っていただいて、その中に
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町民についても公募するなり、やはり積極的に意見を出してい

ただけるような、そういう委員会にしていただきたいと思うん

ですが、町の考えを聞かせてください。 

議 長 町長 

町 長 まず今の段階で町が何にも考えがないっておっしゃられたん

ですけど、考えはないわけではございませんで、方針案に書か

さしていただいているっていうのがそれでございまして、議員

と私の方の認識といいますか、の違いっていうのは、議員は、

ようは整備方針が可決される、可決されないに関わらず、町は

そういうことをちゃんと進めていくべきであり、それから住民

からのどのようにするかとかいうのもやっていくべきだという

ふうにおっしゃるんですけれども、町といたしましては、執行

機関でありますから、議会の議決を経て初めてそれが成案とな

っていくべきというふうに考えておりまして、今回の整備方針

案につきましても、議会で可決されて初めて成案になります。

その中には新しい病院・診療所、いわゆる 2 病院を 1 病院 1 診

療所とする方針でありますとか、それぞれの建物の建設予定地

等がその方針の中には書かれております。ですからそれが決定

しないことには町はなかなか進めていきにくい現状がございま

す。ですからそういったところをご理解をいただけたらなぁと

いうふうに思っております。 

それから検討委員会のメンバーにつきましては、議員おっし

ゃるように私共も今回建物のこともございますし、運営のこと

もございますから、できるならばそういった建物の専門家であ

りますとか、それから病院の経営にあたっては他の病院の、例

えば病院の院長さんであるとか、事務長さんであるとか、そう

いった方を委員になっていただけたらというふうに内部ではそ

ういったこも検討はしておりますけれども、最終決まってない

というようなことを丁度申し上げたところでございますので、

そういった事情もございますので、そのあたりはご理解をいた

だきたいと思います。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 3 問終わったんで一応私の考えということで、少し言わせて

いただきますれば、町長は議会の議決がなければ成案とならな

いんで、動けないというような話なんですが、やはり成案にす

るにしても、町の意気込みというのか、そういうことをやはり

町民・議会に示す意味からもやはり町としては、このような病

院を作りたいというような、そこの漠然とした文言だけでなし
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に、やはり具体的なことを町が早く示していくべきと思います

んで、今後可決すれば成案になるというんであれば、明日可決

なった時点ですぐさま町の考えを町民に示すようにしていただ

きたいと思います。 

それと検討委員会については、今まで本当に議事録を読まし

ていただいたら町主導で住民の意見っていうんがあんまり反映

をされていなかったように思いますんで、今後その検討委員会

の中身についても私も議員として今後見守っていきたいと思い

ますんで、町としても努力をしていただきたいと思います。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 次に第 2 点目は、一次産業の振興、耕作放棄地・休耕田対策・

後継者対策についてということで、まず 1 点目は今までの議会

での答弁の結果を聞かしていただきたいと思います。そこで 1

番目として、田畑の貸し借りについての調査研究結果はどのよ

うになっているのかお聞かせください。2 番目は薬草ミシマサイ

コの契約栽培について。一般質問での答弁以後、町は薬草生産

団体「みのりの森」と合同で説明会を開催し、現在美波町では

13 戸の生産者が栽培に取り組んでいると聞きますが、町はこの

新しい取り組みに対し今後どのような対処を考えているのかお

聞かせください。3 番目は地域農業の人材育成について、「新規

就農総合支援事業」の制度を使い地域農業のリーダーの育成を

していってはどうかということについては、「よく研究し、対処

したい」といわれましたがその研究結果をお聞かせください。4

番目、鳥獣被害対策について、この件につきましては同僚議員

の質問に「地域での検討委員会・協議会の設置は検討したい」

と言われたが、現在どうなっているのか。また国では、「鳥獣被

害防止特措法の一部を改正する法律」が平成 24 年 3 月に議員立

法により法改正が提案され、全会一致により可決・成立してい

ます。内容については、大きく 6 項目が新設されており、住民

に被害が生ずるおそれがある場合等の対処・協議会の設置・市

町村長による都道府県知事への要請・財政上の措置等がありま

すが、町はこのことについての対応は考えているのかお聞かせ

願いたいと思います。5 番目は一次産業の後継者対策について、

「担い手制度は新年度から実施したい。」と言われたが制度の実

施計画は決まったのかお聞かせを願いたいと思います。以上よ

ろしくお願いいたします。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長 それではお答えいたします。まず 1 点目の田畑の貸し借りに
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ついての調査研究はということは 3 点目と関連しますので、ま

ず薬草についてからお答えいたします。薬草栽培については、

今年の 2 月 13 日に薬草生産団体「みのりの森」による、ミシマ

サイコ栽培説明会を開催したところであります。町内外から約

70 名ほどの参加がありました。播種時期が迫っていることもあ

り町内では、13 戸の生産者が本年度から栽培することとなりま

した。アンケートによりますと平成 25 年度以降に栽培を検討し

たいという方は 18 名おられました。薬草生産団体と生産者との

契約栽培ということで、今後も町としましては、現在行ってい

る情報提供や説明会の会場のお世話等できるだけの支援は行い

たいと思っております。また、本年度につきましては、来年の

作付けの説明会を冬場の土作り等もありますので本年の 10 月か

ら 11 月頃開催する予定となっております。 

それから田畑の貸し借りについての調査・研究でございます

が、本年度実施する人・農地プランいわゆる地域農業マスター

プランでございますが、この作成を今年度行います。プラン作

りに必要なアンケート調査を今月末ごろから全農家全戸へ実施

し、地域の中心となる担い手、新規就農対象者の把握、借りた

い、貸したい農地と面積等を明らかにするアンケート集計後に

地域での話し合いを実施し、プランを作成することとしており

ます。プランの中で、農地集積への支援として、出し手いわゆ

る貸し手でございますが、利用権設定又は農作業委託に対する

支援として、経営転換協力金として 5 反以下 30 万円／戸、5 反

超～2 町以下 50 万円、2 町超 70 万円の交付があります。また、

受け手に対する支援としまして、規模拡大加算として、1 反当た

り 2 万円の交付があります。このような制度を利用して農地集

積への支援を行いたいと思っております。 

地域農業の人材育成についての「新規就農総合支援事業」で

ございますが、新規就農総合支援事業は、先ほど申し上げまし

た「人・農地プラン」に担い手として位置づけられることが必

須となっております。本町では該当すると思われる人は、4 名程

度であると把握しています。この事業による新規就農者への支

援として青年就農給付金事業の中に、経営開始型と準備型の 2

つの給付金事業がございます。経営開始型とは、自ら独立して

農業を開始する方を対象に給付されます。給付額は、年 150 万

円最長５年間ございます。給付要件としましては、原則として

45 歳未満で独立・自営就農する方。就農する市町村の「人・農

地プラン」に位置付けられている方、見込みも可能であります。
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それから就農後の総所得、本給付金以外が 250 万円未満の方、

その他条項として、農家子弟の方でも次に該当する方は対処と

なります。親とは別に独立した経営をする場合。親の経営から

独立した部門を立ち上げて経営する場合。それから親元に就農

してから 5 年以内に親から経営を継承する場合でございます。

準備型とは、農業技術の研修中に給付金が給付されます。給付

額は、年 150 万円で最長２年間ということでございます。給付

要件は、都道府県農業大学校や都道府県が指定する先進農家・

先進農業法人等で研修を受ける方で、以下の要件をすべて満た

す方に給付されます。給付要件としましては、原則として就農

予定時の年齢が 45 歳未満の方、都道府県が認める研修期間等で

概ね 1 年以上研修する方。研修終了後 1 年以内に就農する方。

自ら農業経営又は農業法人に雇用されて就農する方、のように

なっています。本事業につきましては、8 月末給付申請を行いま

して、9 月に１回目の給付を予定であります。なお、その他の事

業としまして、昨年度より農業経営継承事業を実施しておりま

す。 

鳥獣被害対策について協議会の設置でございますが、今現在、

美波町独自の協議会は設置されておりません。海部郡 3 町で構

成される鳥獣害被害対策協議会で活動を行っております。しか

し、本年度からの取り組みとしては、町職員及び猟友会会員で

構成される鳥獣被害対策実施隊を設置し鳥獣被害防止対策に努

めたいと思います。実施隊を設置することにより定額補助等国

費が受けられるため、有効に利活用しながら有害鳥獣捕獲、個

体数調整に役立てていきたいと思っております。また、実施隊

設置により猟期の狩猟申請時に狩猟税の軽減等の措置も受けら

れるため、積極的に有害駆除の参加が期待できるし、猟友会会

員の負担軽減にも寄与することができる。それから法改正のこ

とでございますが、これは実施隊をもとに対応していきたいと

考えております。今年度で、3 年目になる狩猟免許取得助成金制

度も活用しながら新規狩猟者も積極的に人員の確保にも努めて

いきたいと思っております。 

次に一次産業の後継者対策についてございますが、担い手制

度であります美波町 1 次産業見習従事者受入支援事業（仮称）

として新制度を新設すべく、調査研究を重ね交付要綱（案）の

作成も行いましたが、検討の結果、町単独事業で同制度を実施

するより、内容的にほぼ似ている、現在ある「地域おこし協力

隊制度」を 1 次産業に限定して実施することが国の特別交付税
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対象となるため、町としては、有利であるとの結論に達しまし

た。 

このため、現在の地域おこし協力隊の制度を利用することに

なったため、新制度を現在は制定しておりません。以上でござ

います。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 それでは再問をさしていただきます。第 1 点の田畑の貸し借

りについて、これについてはマスタープランを作成するという

ことでアンケート調査、それと地域での説明会、それと協力金

を出していくというような、そういう対応をしていくというよ

うな答弁がありましたんで、その内容についてはプランが出来

上がり次第、周知をしていただくのと、それとマスタープラン

がいつできるのか、その出来上がる時期についてお聞かせを願

いたいと思います。 

第 2 点の薬草の契約栽培についてですが、これについては今

後情報提供と来年に向けての説明会を 10 月から 11 月にすると

いうような答弁であったように思うんですが、情報の提供とい

うようなことについては具体的にどのようなことをやろうと考

えているのか、先日 6 月の 6 日ですか、その時に薬草生産団体

の「みのりの森」と、そこが主体でやったのか、海部郡全体の

製薬会社の人の説明会があったと思うんですが、そのことにつ

いて町の方は携わっていたのかどうか、情報の提供っていうん

であれば当然そういうことも遂次生産団体との情報のやり取り

というようなかたちもすべきと思うんですが、この情報の提供

っていうんの中身について、もう少し教えていただきたいと思

います。 

3 番目の地域農業の人材育成でいうことについてですが、こ

の新規就農支援事業の制度を使ってもう少し具体的にどうして

いくのか、もう少し分かりやすく説明をしていただけたらと思

います。先程の前の同僚議員の中で地域リーダーの育成は重要

であると、そういうことを町長はおっしゃっておりましたんで、

先程の課長の説明の中にありました準備型というような  こ

と、移住・定住も含めてこれからの農業をやりたいという人に

対して研修を積んでいただき、地域の、地域農業のリーダーを

育成していくべきと考えるんですが、町は今後具体的にどのよ

うに動いていくのか、そこらのところがいまひとつ理解しがた

いところがありますんで、教えていただけたらと思います。 

第 4 点目の鳥獣被害対策につきましては、協議会っていうん
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は、これは地域で協議会を作ると、ほういうふうに課長はその

当時の同僚議員に対して答弁をしていったように思います。そ

れを海部郡でっていうような答弁があったんですが、なぜ海部

郡でということになったのか、そこらのところ。それと法改正

の中の鳥獣被害実施隊ですか、これを設置して新しい法の下、

進めていくというような答弁がありました。新しい鳥獣被害特

殊法ですか、この中には被害防止計画っていうんを計画を策定

するということで、その中の条文の一部が新設されたっていう

んも重要なものだというように聞いております。それは対象鳥

獣に対する住民の生命、身体または財産に関わる被害が生じ、

または生じる恐れがある場合の対処に関わる事項、こういうこ

とが今後の計画の中にはめれるというようなことが変ってきた

というように伺っております。そこで前に私も担当課にお願い

して、私の地元でもお墓の土地を掘り起こしたり、そして石を

あちらこちらにばら撒くというようなことを、また石垣を崩す

というようなことなど、それとお寺の裏庭に毎夜出没をして、

住民の身体に影響が出てくる可能性というのもありますんで、

海部郡で作るのではなくて、被害防止計画についても本町独自、

あちらこちらでいろんな被害があるっていうんも聞かされてお

りますんで、そういうことも含めつくり、その中で本町独自の

協議会も作って、もしその被害を十分に防止することが困難で

あるということになれば、都道府県知事に対する要請もできる

というのが今度の法改正の目玉であるように思いますんで、そ

ういうことも今後していくべきと考えるんですが、担当課とし

てはどのように考えているのかお聞かせを願いたいと思いま

す。 

それと 5 番目の一次産業の後継者対策について、担い手制度

っていうんは町単独でやるのは難しいので、地域おこし協力隊

の制度を利用していきたいというような、そういう答弁であっ

たと思うんですが、これについて、この件については 12 月議会

の質問であったんで、当初で地域おこし協力隊の制度を利用し

てやるというように決めたのであれば、それに対してどのよう

な対応してこられたのか、そこのところも聞かせていただけた

らと思いますんでよろしくお願いします。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長 まずプランの時期でございますが、これは今年の秋頃に出来

る予定となっております。 

それから情報提供でございますが、どのような情報にするか
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ということで、今現在 13 件の農家が作っております。ちょっと

見てきたところによりますと、出来のいいところと出来があん

まりよくないようなこともございまして、そこらの研究といい

ますか農家の方に聞いて、まぁなぜ出来が悪うて出来がええん

だろうかというようなことも聞いて、まぁそこら辺の情報もど

のようにしたら良く出来るんちゃうかという情報も提供してい

きたいと考えております。 

それから 3 番目の新規就農の担い手ですが、やはりこの何て

いうんですか、研修型というんは 2 年間どっかの先程の農業大

学とか、県が決める期間へ行って、2 年間研修してそれからまた

新規就農する場合はそれからまた 5 年もらえるということで、

合計 7 年いけるということで、できればそういう方を今 4 名程

おりますが、そういうふうな方、ほの方をそういうんができる

かどうか、ほういう希望があるかどうか、これも話し合いを行

いまして、出来ればそういうような有利な方に導いていきたい

なぁと考えています。 

それから鳥獣の関係でございますが、海部郡協議会の方がい

わゆる補助金からなにから貰うんにすごく有利でございます。

ほの海部郡協議会で広域にやる方が被害鳥獣に対しても有効と

いうことで、国の方も広域でやる方についてはすごくなんてい

うんですか、補助金から事業の認定についても有利なというこ

とで、海部郡協議会でやっておりまして、町については先程い

いました実施隊の中でやっていきたいなぁと考えています。 

それから地域おこし協力隊の方ですが、3 月で今年度の補正

というか今年度の予算にどのように反映されたかということで

ございますが、具体的には反映されてませんが、地域おこし協

力隊で今伊座利がやっておる海女さん募集というようなこと

で、海女さんを募集しております。それはまず一次産業に限定

した地域おこし協力隊ということで、応募が来ていると聞いて

いますので、そこらの関係もあるんではないんかなというよう

に考えております。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 最再問をさしていただきたいと思います。2 点目の薬草につ

いてですが、この情報の提供について、出来の悪いところにつ

いての対応策を情報提供していくというような、そういう話だ

ったんですが、出来るだけそういう中身についてももう少し今

やられよう人だけでなくて、今後よければやろうかなぁという

ような方もおいでると思いますんで、そこらのところ遂次やは
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り新しい事業なんで、取組みなんで、その情報を農業者全部に

周知をしていくような、そういう取組みを進めていただきたい

と思います。 

それと第 3 番目の地域農業の人材育成については、4 名の方

が該当する可能性があるというような答弁だったんですが、そ

の話合いっていうんはいつ頃するのか、出来るだけ早い段階で

そういう説明会なり話し合いの場を持っていくべきと思います

んで、それもできるだけ早急にしていただくようにお願いをし

たいと思います。 

4 番目の鳥獣被害対策についてですが、広域でやる方が補助

金が貰いやすいというような答弁がありましたが、やはり実施

隊で町内のことは実地隊でやりたいというようなそういう答弁

ですが、町内のいろんな問題についてはできるだけ把握をして、

広域でやるんであれば広域の中に持っていくような、そういう

対応をしていただきたいと思います。5 点目の 1 次産業の後継者

対策について、これについては具体的にないが伊座利のやって

いることを支援していくというような話なんですが、ここらに

ついてこれ農業関係の団体、漁業関係の団体、林業関係の団体、

一次産業に携わる団体にそういう中身の情報を提供したのかど

うか、今町としてどっかがやっていくんにそのまま乗っていく

というようなかたちでは、町の努力っていうんを疑わざるをえ

ないような状況になりますんで、そこらのところ再度お聞かせ

願えたらと思います。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長 最後の質問のところでございますが、農協とか林業者それか

ら漁協とかに説明をしたのかということでございますが、一次

産業見習い制度の要綱を作るときに、とりあえず一番しよいん

はどこかなぁということで水産業に絞りまして、各漁協組合、

町内の各漁協組合 7 漁協ですか、組合長と話をして、こういう

制度を作りたいっていうんでどうだろうかっていう意見を 1 人

ずつ聞いていったわけでございますが、なかなか厳しい、漁業

が厳しい状況でございまして、なかなか世話をする人がおらん

と、それから技術を教える人もおらんということで、なかなか

難しいなぁという否定的な意見が多くて、そこであんまり受け

入れ団体が少ないなぁということで、一応漁協組合、水産関係

だけには話てますが、まだ作ってないんで農協とか林業、森林

組合等には話は行っておりません。以上です。 

議 長 北山議員 
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7 番 議 員 3 点目に入ります前に、今の地域おこし隊制度、一次産業担い

手制度をやめて地域おこし隊制度の周知はできたのかっていう

ことを私は聞いたんで、一次産業担い手については漁協組合で

そういう話をしたというのはその時の答弁でありました。やは

りそれを新年度からやるというような答弁であったのにそれを

中身を変えたのであれば、変えた時点でまたこういう事業でや

っていうんだというような話を一次産業に関わる団体の中で説

明をしていくべきと思いますんで、よろしくお願いをいたしま

す。 

それでは第 3 点目は、防災対策についてです。1 点目として 3

月議会で副町長は地域防災計画の見直しが最重要課題といって

いましたが、その作業はどこまで進んでいるのかお聞かせを願

いたいと思います。2 番目は役場が津波に遭ったときの対処方法

を考えるべきと思いますがどのように考えているのかお聞かせ

願いたいと思います。 

議 長 副町長 

副 町 長 防災対策について、私からは一項目目の 3 月議会で地域防災

計画の見直しが最重要課題といっていたが、その作業はどこま

で進んでいるのかについて、お答えをいたします。 

東北地方大震災を受けまして、昨年 8 月 1 日に危機管理プロ

ジェクトを設立し、これまでに避難路や避難場所の点検・見直

しを行いまして、また個別危機管理対処マニュアルの作成など、

職員一丸となり防災対策に取り組むと共に、職員の危機意識の

高揚に努めております。個別危機管理対処マニュアルの取りま

とめについては、当初の予定より若干遅れておりますが、マニ

ュアルの検証や整合性について職員ではなく外部委託により行

いたいと現在考えておりまして、今議会に予算を計上させてい

ただいております。今後、このマニュアルを取りまとめながら、

国から出される最終的な津波浸水予測等も参考にして、地域防

災計画を見直していくこととなりますので、まだ、しばらく時

間が掛かりますので、よろしくお願いします。以上です。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 私の方からは 2 点目の役場が津波に遭ったときの対処方法を

考えるべきでないかということでございますけれども、現在、

県から出されております暫定津波浸水予測図の最大津波モデル

では、役場本庁では 6ｍから 10ｍ、支所では 5ｍから 6ｍの浸水

が予測されています。本庁支所とも施設は耐震性はございます

が、今回想定された高さの津波がくると壊滅的なダメージを受
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け、その機能は失われることが予想されます。このことから、

平成 23 年度には徳島県と沿岸市町村からなる「住民情報バック

アップ等検討部会」において大規模地震時の役場機能の確保を

図るため、住民データ等のバックアップ対策や役場庁舎の代替

施設について検討を行ったところであります。 

まず、役場が保有しております住民基本台帳などの住民情報

でありますが、津波等の被災により喪失しますと、被災者支援

に様々な支障が出ると予測されます。このことから、現在まで

は町独自で県内に保管しておりましたデータですけれども、県

及び関係市町村の共同によりまして、住民データを同時被災し

ない県外に今月から保管いたしております。 

次に、役場の代替施設でありますが、基本的な考え方といた

しましては、基準として最大の津波浸水を想定して代替施設の

位置を選定することになりますけれども、あくまでも想定であ

りまして、どれだけの震度で、津波がどれだけの高さで来るか

は予測ではきません。このようなことから、第一義的には現在

の役場施設が利用できることが最良であると考えられます。こ

のことから、拠点施設となる役場庁舎の機能強化を行えればと

考えております。機能強化の内容については、役場本庁であれ

ば非常用電源の施設屋上への移設、それとか通信手段の確保と

して衛星による通信機器の整備、また役場 3 階において災害対

応が可能となる電気系統及び通信系統の確保と設備の充実を図

ることとして、ある程度の災害には対応出来る施設としたいと

考えております。 

次に、代替庁舎の選定についてございますが、津波浸水予測

図により、浸水状況も踏まえて、耐震性がある建物であり、災

害対策本部が設置できるスペース及び機材なども考慮し選定い

たしております。また、施設には公共施設又は民間の施設も考

えられますが、第 1 には最も利用しやすい町有施設を利用する

こととし、第 2 には民間施設は除き町有施設以外の公共施設を

対象に選定いたしております。まず、第一候補といたしまして

は町有施設である日和佐総合体育館といたしております。日和

佐総合体育館は海側に山を受けており、津波としては港及び川

を通じて回り込んで入ってくるため、津波の影響を受けにくい

場所となっております。また、災害対策本部を設置する会議室

には十分なスペースと机・椅子が常時備えられています。次に、

第二候補地といたしましては県有施設である徳島県立阿南支援

学校ひわさ分校といたしております。阿南支援学校は役場から
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約 2.5ｋｍ山の方へ入ったところで津波の影響を受けない場所

となっております。この施設の音楽室又は体育館が災害対策本

部の設置が可能なスペースが確保できる場所と考えられます。

以上が、代替庁舎の当面の対応でございますが、中期的には新

たな公共施設の建設時において代替庁舎機能を有する施設とす

ることも考慮していきたいと考えております。 

役場業務は多岐に渡り、災害時にはその対応業務は増えるこ

とが予想されます。このような発災時においても復旧・復興に

向け不可欠な役場機能が維持出来る方策について、今後も危機

管理プロジェクトの中でも十分検討して参ります。以上です。

議 長 北山議員 

7 番 議 員 それでは再問さしていただきます。第 1 については地域防災

計画の見直しについては作業は進んでいないというような答弁

であったように思います。その中で先日個別対処危機管理マニ

アル 25 項目の一覧表をいただきました。それには地域防災計画

の第 3 章の災害応急対策計画を参考に、所管課とも連携して策

定してくださいとなっています。地域防災計画の第 3 章の災害

応急対策計画では、第 37 節からなっています。その 25 と 37、

これは何か落ちているものがあるのではないかと考えるんです

が、そこらについてお聞かせを願いたいと思います。 

また所管課とも連携するのであれば、所管課で地域防災計画

を検証し、マニアルを策定すればもう少し早く地域防災計画の

見直しもできるのではないか。対処マニアルとは、防災時に行

動するための手引きになるものだと思いますんで、1 日でも早く

策定ができるように最善の努力をつくすべきだと思います。そ

れと今現在出来上がっている対処マニアルについては業者に委

託をするというような答弁もありましたが、この策定に当たっ

ての留意点という中にも皆さんの発想で策定してくださいとい

うような策定する人の考えによって作ったマニアルをなぜわざ

わざ業者に委託をしようとするのか、そこらのところもお聞か

せを願えればと思います。 

それと 

議 長 北山議員、持ち時間が充分過ぎております。端的にやってく

ださい。 

7 番 議 員 15 分から始まったんちゃうん。 

議 長 10 分からです。 

7 番 議 員 はい、分かりました。 

第 2 点目については役場の代替施設についてお聞かせを願い
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たいと思います。津波警報が発令した場合、防災対策本部はど

こに設置するのか、先程の答弁ではまず総合体育館が第 1 位と

第 2 位は阿南支援学校というような答弁がありましたが、実際

津波警報が発令した場合、まずどこに防災対策本部を設置しよ

うと今現在考えておるのか、そこらのところもう少しお聞かせ

を願えればと思います。お願いします。 

議 長 副町長 

簡単に 

副 町 長 個別危機対処マニアルの項目につきまして、落ちている項目

が無いかというようなことだったとは思うんですけども、対処

マニアルについて一応 25 項目今現在示して、策定をしていただ

いたところでございますけども、その他何かございましたら皆

さんの中で提案とかもいただきたいということでしたけれど

も、基本的にはこの 25 項目ということで今現在取りまとめを行

っております。 

それと、なぜ業者に委託するのかということでございますけ

れども、先程ありましたように課員・職員の自由な発想で策定

をしていただいているというような中で、これについての検証

を行うというようなことも必要ということで、第 3 者的な考え

も必要でないかということで、業者委託をお願いをしたところ

でございます。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 代替施設でございますけれども、津波警報出れば職員も避難

というかたちで高台へ避難いたしまして、その大きさ状況によ

って順番がありますので、災害本部をどこに設置するかってい

うのはその時の判断とさせていただきたいと思います。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 最後の質問を 

議 長 北山議員、質問待ってください。 

7 番 議 員 この 25 項目と 37 項目、この違いについて後意見がでなかっ

たというような話がありましたが、これについいては 25 項目で

37 節の分をカバーできると、そういふうに考えているのか、そ

こらのところ再度お聞かせを願いたいと思います。 

それと業者に委託をするその中身については出てきた策定の

内容の検証をするんだというような、そういうような答弁であ

ったかのように思いますが、やはり役場職員の皆さんが作って

自分らが作った自分らのマニアルでありますんで、やはり業者

の検証っていうんは本当に必要なんかなぁ、そこらのところが
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少し疑問に思います。かつて自分達でつくったものは格好は悪

いが業者が作った格好のよいものよりも使いやすいんだという

ような話を大学の先生がしておったということも聞きますん

で、やはり自分らが作って自分らの使いやすいものを、それを

マニアルとして出すべきでないんかなぁと思いますんで、そこ

らのところの再検討もお願いいたします。 

代替施設についてですが、今総務課長の答弁ではまず逃げる

というような話があったんですが、前の地域防災計画では震度 6

弱の地震が起きた場合、自動的に防災対策本部は立ち上がると

いうような、そういう内容だったと思いますが、それは変った

ということになるのか、一旦逃げてその跡で落ち着いてから対

策本部を立ち上げるということになったのか、そこらのところ

再度お聞かせ願いたいと思います。 

議 長 副町長 

副 町 長 地域防災計画等この個別マニアルとの項目の違いですけれど

も、個別危機管理マニアルにつきましては 25 項目で、その第 3

章にうたわれております項目をカバーできると考えておりま

す。 

それと業者に委託するについては、基本的には先程申し上げ

たとおりでございます。以上です。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 災害対策本部の設置につきましては、震度 6 弱以上の地震が

発生した時、それから徳島県大津波警報が発表された時ってい

うのは変っておりません。災害対策本部は自動設置というかた

ちでなっておりますので、そのどこに集まるか、場所について

は状況を見ながら判断させていただきたいと思います。 

議 長 以上で北山議員の一般質問を終了しました。 

以上で本日の日程は終了しました。本日はこれにて散会いた

します。 

（時に 12 時 20 分） 
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平成 24 年 6 月 22 日（金） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。只今の出席議員は 13 名です。定足数に

達しておりますので、休会前に引き続き本日の会議を開きます。

ただ今から、議案審議を行います。  
日程第 1 報告第 5 号、日程第 2 報告第 6 号の繰越計算書に

ついての 2 件を一括議題とします。ご異議ございませんか。 

（異議がなし） 

「異議なし」と認めます。 

報告第 6 号・第 7 号 2 件を一括議題とします。 

当局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第 5 号の説明をする） 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 （議案第 6 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ないようですので、これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、報告第 5 号 平成 23 年度美波町一般会計繰越明許

費繰越計算書についてと、報告第 6 号 平成 23 年度美波町公共

下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを採決しま

す。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「起立多数です」よって、報告第 5 号・報告第 6 号は、原案

のとおり承認されました。 

 
日程第 3 議案第 44 号美波町暴力団排除条例の制定について

（条例第 14 号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第 44 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。

江本議員 

2 番 議 員 これ 11 条ですかね、祭礼等から暴力団の排除という項目にあ
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たると思うんですが、これ特に町の行事に限ってということな

んでしょ、これまた宗教的なところの祭りとか縁日とかってい

うところに関しては、ほこまでは町の行政では入っていけない

っていうことで判断していいのだろうか、そこのところ。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 この祭礼等からの暴力団の排除につきましては、町の主催だ

けでなくて町内で行われる行事全てを対象といたしまして、祭

礼につきましては、お祭りでありますとかそういったものも入

りますし、民間で行われる興行ですね、映画であったり演劇そ

ういった興行というのももちろん対象になってまいります。 

議 長 江本議員 

2 番 議 員 今これいろんなトラブル等があってこういうような、ひとつ

の規制が作られたと思うんですが、これ従来祭りとか縁日とか

っていうたらこういうふうな、   ほの賑わいを求めるって

いうのには、今まで欠かせなかったというような事例があると

思うんですよね、ほれを完全に閉め出すっていうところは、そ

こまで完全にこのとおりできるのかどうか、そこのところ難し

いと思うんですが、これはどういうん。条例が出来たから完全

にこれのとおりやってもらうっていう趣旨では出されとうと思

うんですが、ほの範囲いうんかな、境内とか町道の端っていう

んかな、規制区域外っていうところは、ちょっと距離を置くと

かっていうようなところで認めるっていうところもあるんかど

うかっていうところ、ほこんところどんなんかいな。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 この暴力団の排除でございますけれども、もちろん暴力団と

関係のない出店であったりですね、そういった関係の興行であ

ったり、そういったものについては別に排除するわけでなくて

ですね、暴力団員と関係したり、それと関与しているっていう

ことが認められるものについてを排除するっていうことであっ

て、全て祭りの行事を排除するっていうものではございません。

それで町の条例でもございますけれども、先程説明させていた

だいたとおり徳島県でもこういった条例を聞いておりまして、

主に警察が主体となると思うんですけど、こういった暴力団っ

ていうのは社会全体で進めなければなかなか排除できないって

いう観点から、暴力団を対象とした排除でございますのでご理

解いただけたらと思います。 

議 長 江本議員 

2 番 議 員 大変また難しいところもあると思いますが、ほの判断はそれ
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なりの判断でもういかざるをえんのんかなっていう感じがしま

すんで、その点は警察なりそういう関連の支援団体といろいろ

相談されながらまたやっていけたらと思いますので、お願いし

ます。 

議 長 他に質疑 

向山議員 

8 番 議 員 この条例では町並びに町民の責務ということで目的が書かれ

てありますけれども、町民は誰が対象になるかとかぜんぜん分

からんと思うんですけど、そのあたり町の姿勢っていうんは、

どういうどうしたらいいんでしょうか。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 この暴力団と関係があるかどうかっていうのは、町民の方が

分からない場合はなんともいたしかたないとは思います。それ

でもちろんそういったことに気がついた場合に町へ連絡してい

ただくなり、警察等に連絡していただくっていうことになろう

かと思います。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 ちょっと教えてもらいたいんですが、4 条の中に暴力団の排

除に関する施策とありますが、これはどういうことを考えられ

ているのか、どういうことがあるのか、ほこらちょっと教えて

ください。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 現在のところ暴力団とのその排除の施策っていうのは、主に

先程もいいましたけれども警察との連携という点で、警察が行

う暴力団関係の排除に関する活動に協力していくといったとこ

ろでございます。 

議 長 他に質疑 

質疑もないようですので、これで質疑終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 44 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「起立多数です。」  
よって、議案第 44 号は、原案のとおり可決されました。  
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日程第 4 議案第 45 号美波町印鑑条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
岩瀬住民生活課長 

住 民 生 活 課 長 （議案第 45 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。  
質疑もないようですので、これで質疑を終ります。  
これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 45 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「賛成多数」です。  
議案第 45 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 5 議案第 46 号美波町手数料条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。  
当局の説明を求めます。  

住民生活課長 

住 民 生 活 課 長 （議案第 46 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。  
これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 46 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「賛成多数」です。  
議案第 46 号は、原案のとおり可決されました。 

 
お諮りします。 

本日町長から議案第 52 号美波町医療体制整備方針について

が提出されました。これを日程に加え、追加日程第 1 として議

題にしたいと思います。まずは日程の順序を変更し、先に審議
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したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

議案第 52 号美波町医療体制整備方針についてを日程に加え、

追加日程第 1 として、議題とすることに決定しました。  
追加日程第 1 議案第 52 号美波町医療体制整備方針について

を議題といたします。  
町長の提案説明を求めます。  
町長 

町 長 本日、追加提案させて頂く議案のご説明を申し上げます。こ

の後、ご審議を頂きます議案 52 号「美波町医療体制整備方針に

ついて」でありますが、この整備方針につきましては、昨年の

12 月 7 日に美波町病院事業のあり方検討委員会から頂いた最終

答申を踏まえまして、「美波町医療体制整備方針（素案）」を策

定いたしました。  
この素案のたたき台を本年 1 月 25 日の町議会全員協議会にお

いて町の考え方等を説明をさせていただき、その後、病院・役

場職員への説明会を行うと共に、住民説明会も町内会単位を含

めますと 10 回の説明会を開催し、整備方針（素案）について説

明を行って参りました。  
また、2 月 17 日から 3 月 19 日までの約 1 ケ月間パブリックコ

メントを実施し、住民の皆様方から総数で 386 件の貴重なご意

見やご提言をいただいたところであります。このパブリックコ

メントで頂いたご意見等を素案に反映させた「美波町医療体制

整備方針（案）」を取りまとめまして、5 月 22 日の町議会全員協

議会においてパブリックコメントの実施結果報告と合わせて、

町の考え方等についてご説明をさせていただき、5 月 24 日には

全町対象の住民説明会を開催し、住民の皆様方に説明を行った

ところでございます。  
美波町の病院事業につきましては合併当初からの重要課題で

もあることから、6 月定例会の開会日に、ご審議を頂き議決して

いただきました、地方自治法第 96 条第 2 項の規定による議会の

議決すべき事件に関する条例第 2 条第 2 号の規定によりまして、

「美波町医療体制整備方針」について議決をいただきたく、提

案させていただくものでございます。  
以上、簡単ではございますが提案理由の説明とさせて頂きま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 小休します。 
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 （小休中） 

議 長 再開します。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第 52 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  
山本議員 

1 4 番 議 員 この議案は我々議員にとっても大きな議決事項であり、また

議決責任も発生すると思いますが、提出者にとっても大きな権

限また責任があると思いますが、自信を持って提案できておる

のかお伺いしたいと思います。 

議 長 町長 

町 長 もちろんこの提案説明でも申し上げましたように、重要な課題

でございます。そういったこともございまして、今後住民の方々

の安全安心な町づくりも含めまして、安全で安心して利用でき

る医療サービス提供ということで、進めてまいりたいというふ

うに考えておるところですので、それは今までのいろんな場面

で申してきたとおりであります。 

議 長 他に 

永本議員 

5 番 議 員 先般のあの勉強会だったですか、由岐インター付近の農業用

地につきまして、農地が含まれておるというようなことで、こ

れについて農業振興地域に入っておるかどうか、町長に調査を

お願いしておりましたけれども、どうなっておりますか。 

議 長 町長 

町 長 議員の方からご質問のありました農振地域につきましては、

外れているということでございます。 

議 長 江本議員 

2 番 議 員 この整備方針につきまして、全体的に町の方々はこれの方針

に従っていけば不便になろうかっていうところで一番危惧して

いるところがあると思うんですが、これこれから病院建設、こ

の方針に従って進めていくのであれば、一番問題点としては交

通弱者に対する問題が   重点的なものになってくると思う

ので、それについて病院の計画ですね、これと交通体制ってい

うのをどのように考えられておられるのか、これによってこの

福祉計画・福祉サービスっていうところがマイナス面が多々出

てくると思うんで、ほこんところはどのように考えておるのか

お聞かせ願いたいと思います。 

議 長 町長 
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町 長 パブリックコメントにおきましても、また住民の皆さま方が

今回の医療体制の整備方針案の中で心配されていることは、足

の確保っていうようなことで、大変多くのコメントをいただき

ました。3 月 11 日の東日本大震災を受けて、高台へというよう

なことで候補地を決めさしていただいた関係上、現在歩いて病

院に通われている方々がそうはできない、出来にくい状況にな

ってくるというようなことは、もちろん承知しておりまして、

先程総務課長が説明いたしました第 3 章の整備方針の 2 項の 7

号のところにもその旨を書かせていただいております。今のと

ころ開院の時期につきましては、はっきりはスケジュールはで

きておりませんけれども、昨年の 12 月に答弁をさしていただい

た時には平成 28 年度の 4 月を開院予定ということで、目標でい

くというようにしておりますが、それまでの間に住民の方々の

足の整備につきまして、今年度からどのような方法がいいかっ

ていうようなことにつきまして検討を始めさしていただきたい

というようなことでございまして、最終どのような形が皆様方

にとりまして病院へ通われる足として、またそれ以外のいわゆ

る買物弱者でありますとか今後の高齢化を見据えた公共交通の

あり方等についても検討していきたいというふうに考えており

ますので、その中で充分検討さしていただきます。 

議 長 江本議員 

2 番 議 員 新たな病院の整備ということで、かなりの予算も必要になっ

てくると思われます。またほういうふうに病院というのはやっ

ぱり利用されてひとつの運営情況も変っていくということで、

これからの町の財政的な面からもかなり厳しいもんも出てくる

と思うんで、できたら病院の中の内容的な検討委員会、それと

ほういうふうな公共交通にかかる福祉とかそれに関連したそう

いうふうな買物とか役場の利用、ほういうふうなところに関す

る公共交通っていうところは分けていろいろ検討課題を持って

進めるべきやと思うんですが、そこの点どうですか。 

議 長 町長 

町 長 私の方も病院のいわゆる整備方針につきましては、検討会を

立ち上げて基本構想・基本設計に住民の方々もまた議会の皆さ

ま方も入れるような組織作りというように考えておりますけれ

ども、先程申し上げました住民の足の確保につきましては、ま

た別というようなことで検討をしていくというようなことでお

ります。 

議 長 他に質疑 
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質疑もないようですので、これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 52 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「起立多数」です。  
議案第 52 号は、原案のとおり可決されました。 

小休します。 

 （時に 10：00 分） 

 小休中 

 （時に 10 時 20 分） 

議 長 再開します。 

日程第 6 議案第 47 号平成 24 年度美波町一般会計補正予算

を議題といたします。  
当局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第 47 号を説明する） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

影山議員 

3 番 議 員 15 ページの教育費について質問します。まず 1 点目、副読本

指導書についてでありますが、これが日和佐小学校それと伊座

利分校 2 校だけしか計上されていない、他の学校はどうなって

いるのか。それから 2 点目にエレベーター保守点検委託料、こ

れも日和佐小学校だけですが、日和佐中学校もエレベーターを

設置しているが出ておりません。それから雨水ろ過設備維持管

理業務委託料 399 千円となっております。これ避難施設として

雨水それからしているんじゃないかと考えられますが、ご説明

をお願いします。それからちょっと聞き取れにくかったんで確

認をしたいんですが、修繕費、由岐小学校 760 千円、それから

日和佐中学校 535 千円とあります。その内容についてお聞かせ

願います。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 それでは影山議員さんの質問にお答えいたします。まずはじ

めに副読本指導書でございますが、副読本指導書に関しまして

は当初予算に計上しておりまして、今回補正でお願いするのは
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不足する分ということでご理解いただきたいと思います。同じ

く日和佐小学校の保守管理の委託料でございますが、これも当

初に計上いたしまして、入力ミスで 36 千円不足しておりました

ので今回計上さしていただきました。それから同じく日和佐小

学校の雨水ろ過設備維持管理につきましては、日和佐小学校に

つきましては雨水を利用しましてトイレの水を雨水で補ってお

ります。その関係で 3 年目になるということで、その雨水のろ

過する機械および貯水槽の清掃と機会の管理を委託するもので

ございます。それから修繕につきましては由岐小学校につきま

しては、総務課長の説明でありましたとおり 3 階のですね、3

階に特別教室があるんですが、音楽室・ＩＴ教室あるんですが、

そこの放送設備が故障して放送が聞こえないというふうな状況

になっております。昨日の一般質問にもございましたが、危機

管理の観点から放送は全館聞こえるようにしなければいけない

ということで、そのスピーカーとか配線の修繕、それからそれ

に伴いましてチャイムが一部故障、自動的に時間に鳴るように

なっとんですが、それが故障しております。それの分とそれと

外側についております大きな時計、それの修繕でございます。

由岐小学校についてはそれで合計 760 千円ですかね、日和佐中

学校につきましては門扉、中学校に関しましてはきれいな木造

ということで門扉も木造でしておりますが、下の方が腐ってき

まして、今取り外しております。それでその元に戻す修繕とい

うことで 535 千円をお願いしております。以上でございます。

議 長 他に 

寺下議員 

1 1 番 議 員 12 ページの衛生費、保健衛生総務費の病院建設事業補助金に

ついてなんですけれども、これは後から出てくる議案第 50 号と

も関わるんですが、今後のことなんですけれども、これまで病

院事業会計については当初予算とか計算について資料として由

岐病院とか日和佐病院とかっていうふうに分かれてついてきた

資料があったと思うんですけれども、新たな病院にかかる分に

ついてはまた別枠で出てくるのか、どういうかたちで資料が提

示されるのかお伺いしたいのと、関連になるかもしれんのんで

すけれども、これから基本設計とか実施設計について検討委員

会を立ち上げて協議していかれると思うんですが、検討状況に

ついての協議等はこれまで以上に住民に情報不足とならんよう

に積極的に行う努力をされるのか、お伺いします。それと 14 ペ

ージの消防費の非常時消防費なんですけれども、ちょっと聞き
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漏らしかもしれんのんですが、講習会の負担金でこれは無線の

講習会と思うんですけど、これは誰が対象の講習なのかお伺い

します。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 保健衛生費の病院建設事業補助金に関連してのご質問の件で

すけれども、現在病院会計につきましては日和佐病院分・由岐

病院分に分かれて提出させていただいておりますので、今後は

建設事業分についても分けてご説明できるようにさしていただ

けたらと思っております。それから建設にかかる住民への情報

提供でございますけれども、昨日の一般質問で北山議員さんか

らもご指摘があったように、住民への情報提供にはできるだけ

積極的におこなっていけたらと思っておりますんで、またよろ

しくご指導いただけたらと思います。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 私の方からは消防費の講習会負担金でご説明させていただき

ます。先程ご質問がございました分につきましては、本町・支

所においてあります旧の防災行政無線の取扱いをするための特

殊無線技師っていうんがありまして、それの養成講習会となり

ます。したがいまして職員を対象としております。以上です。

議 長 他に 

舛田議員 

舛 田 議 員 2 点ほどお伺いします。14 ページの災害対策費、この中で個

別危機管理マニアル業務委託料となっています。100 万以上使う

わけなんですが、これは簡単にいえば何をするものなのか、そ

れによって何に生かされるのかをちょっとお伺いします。それ

とですね、教育費の学校給食費、給食費運行委託料、ただ今 9

月から民間委託されるということなんですが、その民間という

か業者さんはお決まりでしょうか。2 点をお伺いします。 

議 長 副町長 

副 町 長 ただ今の舛田議員からありました個別に管理整理業務、何を

してどのような効果があるのかということなんですけれども、

昨日の一般質問の中でも若干答弁さしていただきましたけれど

も、現在その専門部会、危機管理プロジェクトの中の専門部会

において、この 25 項目にわたる危機管理マニアルっていうのを

職員全員が関わって策定をしていただいたところでございまし

て、それの取りまとめるわけでございますけれども、なぜ業者

にっていうことになるんですけれども、職員自らが作っている

んですけれども、それをいわゆるマニアルとして整理するのを
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職員自らが検証して作ればいいというようなお考えもあるかと

思うんですけれども、なかなかそのいろんな様式であるとかい

うのをひとつの整理しやすい、整理したものとするためにはや

はり職員だけが、職員だけでするとなかなか困難なことがござ

いまして、業者を選定をいたしまして委託を、整理をしていた

だこうというふうに考えております。なおその成果につきまし

て当然、例えば概要版を作って常時職員が持ってそれを見たら

いろんな対処がどうすればいいのかというようなことが全職員

が分かるというようなことで考えておりますし、また今後最終

的には地域防災計画についての見直しにも役に立つというふう

に考えております。後委託についての詳細にちょっと担当の方

から申し上げます。 

議 長 防災課長 

消 防 防 災 課 長 それでは私の方から委託につきまして詳細についてご説明さ

していただきます。先程副町長の方からありましたように個別

対処危機管理マニアル業者委託しまして、内容を精査していた

だきます。マニアル化に今 25 のマニアルが提出されております

が、それにマニアル化における行動の手順とかが不都合が生じ

ていないかどうかっていうのをまず整合性を図っていただきま

す。それでそのマニアル化で不都合な事情等がありましたら、

それを専門部会の担当者の方へもう一度お返ししたりしてそれ

をまた両方で整合性を図っていただくということを実施して調

整を図っていくことといたしております。以上です。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 給食の運行委託の業者でございますが、もちろん業者につき

ましてはこの議決をいただいて正式に決定することといたして

おりますが、今のところ考えておりますのは町内の通学バス等

の運行委託をしておりますタクシー会社を考えております。以

上でございます。 

議 長 他に質疑 

北山議員 

7 番 議 員 何点かお伺いします。まず第 1点目は 11ページの企画費です。

これのサテライトオフィス改修工事について、工事と設計委託

で 570 万、これ繰越も 400 万余り出ておったと思うんですが、

これってそこの施設はあと何部屋あるのか、今後またこういう

業者が来た場合、同じようなかたちで予算化されていいくのか

どうか、また使用目的によって今のこういうふうな業者以外の

使用目的による人がきた場合も、また必要であればこういう工
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事をやっていくのかどうか、そこらのところをこうお聞かせ下

さい。 

次に商工費 13 ページの商工費、ここに備品購入費として災害

用テント、これ先程総務課長が試作品の製作っていうような説

明があったんですが、試作品の中身っていうんですか、どうい

う品物ができるのかそこらのところ、それとまた災害需要のテ

ントということで、災害が起きた時にすぐに活用が出来るとい

うことになろうと思うんですが、そのためにはどこにこれを置

いておくのか、そこらのところも合わせてお願いいたします。

それと先程同僚議員の質問でもありました消防費の個別危機

管理マニアル整理事業委託料、これについては昨日の一般質問

でもお聞きをしたんですが、個別対処危機管理マニアルという

ことで、25 項目これ職員の方が独自の発想で策定していただい

ておるというような話を聞きますんで、やはりこれを業者、外

部業者に委託をしてまとめていく必要があるのかということに

少し疑問を抱きます。といいますのも昨日もいいましたが災害

時自ら職員の方が自らの行動を自らの発想で作ったそのマニア

ルを外部の方に精査っていうんですか、先ほど精査やいう言葉

も出てきましたが、そういうことでまとめていくというの昨日

の一般質問でもいいましたが、やはりどこかの大学教授がいわ

れたように、自分達の作ったものは格好は悪いが業者が作った

格好のいいものよりも使い勝手がいい、私はそのとおりだと思

いますんで、ここのところをもう少し実施する時には考えてい

ただきたいと思いますんで、そこのところの考えをまたお聞か

せ下さい。 

それと教育費ですが、教育費の社会教育総務費の国民文化祭

開催補助金 50 万、これについての算定根拠っていうんですか、

中身についてお聞かせを願えますか、お願いします。 

議 長 地域振興室長 

地 域 振 興 室 長 私の方からは商工費のイベント及び災害時用テントにつきま

して説明をさしていただきます。これにつきましてはインデア

ンが使いよったテントってだいたいイメージできますかね、と

んがっとうやつね。できればああいうものの試作をしたい。実

はインターネットなんかでも見ますと結構いろんなものが出と

んですけれども、どうしても商品として流れよう関係上、結構

割高、それをなるべく安く作れないかっていう意味で試作とい

うことを触れさしていただいとう。現時点でどこにどうすれば

どうなるか、   渡したわけではないんですけれども、あの
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インデアンがつかいよったテントっていうんは、軸になるのが

なるだったり竹であるんですね。それを数本組み合わせてこう

いうかたちにして、ぐるりを囲うような形にしてある。隙間が

上に開いていますから中で火を炊いたりもできるというふうな

ことで、それ自体がイベントとして使えますし、同時に避難訓

練・防災訓練の中でも使える。そういうような要素のあるもの

ですので、それなりに話題性もあるし、   にもなるしとい

うようなことで、提案をさしていただいた。場所につきまして

は現時点で想定しておりますのは、議員もご承知のとおり東由

岐のねぶと地区に地域防災拠点施設がございます。そのすぐ横

に備蓄倉庫が置いてあって、空間がコンクリートで土間を打っ

てある空間があると思うんですが、できればそこ辺りにおいて、

夏なんか結構里帰りの人なんか来ますから、そういう人たちに

使ってもらうようなかたちにしながら、後意見をいただいて、

改善ができていく。そういうふうなことができればいいかなぁ

というふうなイメージでおります。きちっと本当は図面とかあ

るいは見積書なんかがご提示できるといいんですけれども、ま

だそういうイメージは   もう少し時間をいただけるとあり

がたいです。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 私の方からは企画費のサテライトオフィスの改修工事に関係

するご質問で、サテライトオフィスのあと何部屋ほど改修の部

屋があるのかということでございますけれども、現在旧の老人

ホーム、文化交流施設で今可能であろうと思われるのはあと 2

部屋程度が可能となります。ですから業者といたしましては今

回上げさしていただいてますプライマルさんでサイファーテッ

クさんと合わせて 2 社ですけれども、あと 2 部屋でございます

から、4 業者程度は入っていただけるかなぁとは思っておりま

す。ただその中でも手配っていうのもございますけれども、そ

ういった開いた場合はまた次の方が入ってっていうような、そ

ういったイメージも一方では描いております。 

それから他の使用目的で使うっていうのはどうだろうかとい

うことでございますけれども、他の業者の方がというイメージ

でよろしいかと思うんですけれども、そういったお問合せも確

かにございまして、ただ今回は県の補助をいただいております

ので、他の業者であればそういった県の補助が受けられないと

いうことで、現段階ではこの IT 関連のサテライトオフィスに限

らして事業をさせていただけたらと思います。新たな過疎対策
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のひとつとして、やらさしていただいたら。県と連携しておこ

なわさせていただいたらと考えております。以上です。 

議 長 副町長 

副 町 長 先程お答えをいたしましたように、危機管理マニアルの件で

ございますけれども、議員おっしゃるように確かに職員自らが

取りまとめて、今のマニアルっていうんを作っていただいてお

ります。もともと職員の危機意識の向上を図るというのが一番

根本にございまして、全職員で携わっていただいて、実際にそ

ういうような危機管理が行う上でですね、どのようにすればい

いかというようなことを職員で考えていただくというようなこ

とに基づいて、このマニアルを作っていただいたというような

こともございますけども、先程ありましたように自由な発想、

あるいは自由な様式というようなことで、ただ今提出を受けて

おります。それをそのままでいいんじゃないかというようこと

なんでございますけども、やはりマニアル化するためには 1 つ

整理をした方がいいのかというふうなことも考えておりまし

て、ただそれについてどのような整理の仕方とか、今あると思

いますんで、そこが先程担当課長の方が申し上げましたように、

丸々業者の方で整理していただくというんでなしに、整合性を

とっていただくとか、あるいはそのマニアルの問題点等も指摘

をしていただいて、またそれについて対処していただき、専門

部会なり幹事会で再度必要に応じて検討をいたしまして、マニ

アル化ができたらというふうに考えておりますので、業者にマ

ル投げというようなことではなく、そういうようなお手伝いを

していただくというようなことでご理解をしていただけたらと

思います。 

議 長 社会教育課長 

社 会 教 育 課 長 失礼いたします。私の方からは国民文化祭の開催補助金 50

万円につきましてご説明をさせていただきます。ご案内のよう

に今年 11 月の 18 日に本町の総合体育館におきまして開催予定

の第 27 回国民文化祭和太鼓のつどいがございます。そのクオリ

ティーの高いイベントとするために、石川県出身の有名太鼓チ

ーム炎太鼓のゲスト出演料として 50 万円の追加をお願いするも

のでございます。これまで何回か開催した実行委員会におきま

して、この一流太鼓チームをぜひ出演をお願いしたらどうだろ

うかというようなご要望がございまして、石川県白山市の財団

法人の浅野太鼓文化研究所というところがございまして、こち

らの方から見積もりをいただきまして、今回追加提案をさせて
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いただいております。以上です。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 企画費のサテライトオフィスの答弁いただきました。この中

で今回は県の補助が出るからというような話があったんです

が、県の補助がないっていうような仕事についてはこういう改

修工事っていうんはやらないと、そういう理解でいいのかどう

か。 

それと個別危機管理マニアルの委託料、お手伝いというよう

な答弁がありましたが、お手伝いに 100 万余りのっていうんは

少し高すぎるような感はいたしますが、折角職員の方が作った

マニアルでありますんで、職員の方の意思が損なわれないよう

に注意をしていただきたいと思います。それと質問を 1 つ忘れ

ておったんですが、この J アラート保守業務委託料、これはど

のようなことをするのか、それだけお願いします。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 サテライトオフィスの業者への補助ということで、他の業者

についてはしないのかということでございますけれども、町も

財政事情がございますので、できるだけいろんな補助をいただ

きながらいろんな事業を進めているところであって、今回サテ

ライトオフィスについては、こういった県の補助、それから県

の支援もございまして進めているところでございます。それで

他の業者につきましては、大きなところでは工場の設置の奨励

条例っていうのがございまして、もちろん固定資産税の分の補

助でありますとか、そういった制度もございます。ただ小さな

業者であれば今のところそういった町の補助制度はございませ

んので、現段階では助成はできないとお答えするしかございま

せん。ですからある程度の規模の工場とかであれば、今現在も

できますけれども、 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

総 務 企 画 課 長 現在サテライトオフィスの補助を受けて行っております改修

工事につきましては、他の業種の方が来られた場合でもそれは

できないという状況でございます。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 私の方からは J アラートの保守点検についてご説明させてい

ただきます。皆さんご存知かと思うんですが、J アラートとは消

防庁が整備した全国瞬時警報システムの通称でございます。通
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信衛星を利用しまして、災害情報・行政情報・地域情報を効率

的に伝達する、瞬時的に伝達するシステムでございます。これ

を平成 23 年の 3 月に当町では整備いたしました。1 年間運用い

たしまして、まだ実際に使われたことはないんですが、1 年間は

無償で保守点検していただいたんですが、今年度平成 24 年度か

ら保守点検が必要となりますので、保守点検の点検の費用とし

て今回計上さしていただいております。以上です。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 この J アラートについては 6 月の 30 日、29 日、28 日ですか、

あのときに試験放送があるんでしょ、ほこらの兼ね合いってい

うんは、ほのときになんか不具合が出てっていうんが分かるっ

ていうことになるんですか。ほこらはないんですか。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 現在のところ具合はないと思っておりますが、それでもしあ

ればまたその辺で保守点検委託をしまして、その辺も整備さし

ていただこうと思っております。それとまた 9 月 10 月にもう一

度全国一斉のテストがあるということで、ちょっとこちらの方

で聞いております。それもまたそういうことでまた不具合があ

れば、再度点検をしていただくことになろうかと思います。 

議 長 他に質疑ございませんか。 

議長 

9 番 議 員 私 15ページの雨水のろ過設備の維持点検業務の 399千円です

けれども、これ 3 年に 1 ぺんだけ、これから毎回 1 年でなしに 3

年に 1 ぺんだけするということですか。ほれと 399 千円いうも

のが、管理業務委託料やいうけんど、先程も掃除と点検だけで

こんなけの金額がかかるかどうかちょっと。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 この雨水のろ過設備の維持管理費の保守点検でございます

が、まず 3 年に 1 回とかでなしに、これから毎年していきたい

と考えております。中身につきましては先程簡単にいいました

が、もちろん保守点検・巡回、週に 1 回来ていただいて異常が

ないかの点検、それから濾材の交換であるとか、殺菌剤の投入、

それから減菌剤の注入などを主に行っていただくことといたし

ております。金額につきましては見積もりの段階でございます

ので、まだ交渉してもう少し安くできないかという交渉は、業

者はもちろん決まっておりませんので、当初はもちろんしてい

きたいと思っております。以上です。 

議 長 岩瀬議員 
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9 番 議 員 この水洗便所に使われる水やということなんやけども、これ

っちゃ最初からこういうものを作った意味がなかなかないよう

な気がしてくるんやけどな、ほのほやってせないかんのんやっ

たら、もともと水道、上水道を使ったら同じようなことやと思

うんやけども、これから毎年 40 万という金額が毎年いっていく

んであれば、ほれしていかないかんのんですか。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 まず雨水の利用ということで、まずエコということで水道料

の非常に減額となっております。旧の校舎の場合ですと、水道

料が年間 95 万ぐらいかかっておりました。今現在ですが 23 年

度で 37 万円、37 万 3 千円ぐらいの経費、60 万弱ですけれども

経費削減になっています。それにこの保守点検というのがプラ

スしても若干は雨水じゃなしに、水道水を使うよりは削減とな

っていくと思います。それから根拠ですが、建築物における衛

生的環境の確保に関する法律というのがあるんですが、8 千㎡以

上ですとこの法律にもとづいてそういう検査をせないかんのん

ですけども、日和佐小学校の場合はまぁそれ以下でございます

が、努力義務があるということで一応しとったほうがいいんで

ないかということで、この 3 年目になるんですけれども、今年

から、今年度からやりたいと考えております。以上です。 

議 長 岩瀬議員 

9 番 議 員 そういう面が、水道代が安くなったいいますけども、これも

ともとの雨水、全部の工事をするにはかなりの金額がかかっと

うと思うんやけどね。ほれだったらあんまり意味があったのか

どうかと思うんですけど。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 建築にかかる費用は確かにかかっておると思いますが、今後

のコストパフォーマンスといいましょうか、コストに関しては

今申しましたとおり、年間数十万は経費削減になっていくと思

いますので、できるだけエコということでやりたいと思います。

以上です。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 47 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い
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ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「賛成多数」です。  
議案第 47 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 7 議案第 48 号平成 24 年度美波町国民健康保険事業特

別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第 48 号の説明をする）  

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

7 番 議 員 1 点だけお聞きします。7 ページの委託料について、先程の一

般会計の方でもありましたが、委託についてもう少し今後検討

をしていくべきではないかと思います。特にこの高医療費要因

分析委託料、あるいは国保安定化計画策定委託料については、

これは現場の保健師の方の職員の方が一番この内容については

分かっているように思います。何が原因で高医療費になるのか

いうのも全て現場の職員の方は把握されとうではないのかなぁ

と。特に国保安定化計画策定委託料について、これにつきまし

ては、前にも少し質疑をした中で、業者が作って出してきたそ

の内容、実際現場の職員の方は実施されていなかったっていう

ような事例も何点か出てきたことがありますんで、ここらの内

容については現場の保健師なり、それにたずさわる職員の方が

考えて、職員自ら作成して実行された方がより実績が上がるの

ではないかと考えますんで、ここらの委託についてはもう少し

検討をされるほうがいいんじゃないかと思いますんで、そこら

のところのお考えをお聞かせ下さい。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 北山議員さんの先程のご提言、そのとおりかと私は思います。

ただ今回のこの分析をするにあたっては、やはり国とか県また

町のあらゆるデーターから専門的にですね、数字的なものを加

味しまして、分析を要するということで、やはり保健師等も町

内のですね、高医療の原因とかいうのは充分把握はしていると

思うんですが、このデーターを基になお保健師の分析等を、ま

た保健師の何ていうんですかね、町内の美波町の方がどのよう

な疾病が多いとか、そういうふうな分析を基にまた指導の手段

になると思いますので、やはりこの件に関しては業者でお願い



 90

して、なおそれを踏まえての国保だよりでは美波町独自のお便

りを作っていって、住民の方にお示しをできたらと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 48 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「起立多数」です。  
議案第 48 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 8 議案第 49 号平成 24 年度美波町公共下水道事業特

別会計補正予算（第 1 号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
建設課長 

建 設 課 長 （議案第 49 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 49 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 12：反対 0）  
「起立多数」です。  
議案第 49 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 9 議案第 50 号平成 24 年度美波町病院事業会計補正

予算（第１号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。 

岡本病院事務長 

日和佐病院事務長 （議案第 50 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

永本議員 
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5 番 議 員 町長にお聞きします。この設計委託料 90,000 千万、それから

地質調査土地測量委託料計の 108,000 千円ですが、まだ用地が

購入できてないのにですね、こういうことは土地所有者に対し

て一番失礼なことでないんかなぁと思うわけで、鑑定委託料に

ついてはまぁこれは必要かと思うんですが、用地購入の見通し

っていうんはどないなっとんでしょうかね。普通民間であろう

が、公共団体であろうが、土地の無いところに建物を建てるや

いうことありえない話で、例えば民間の場合だったら大変なこ

とになるわね。よその土地、設計しよるようなことはばれてい

ったらえらいことが怒られる。公共工事やって同じでないんか

なぁと思うんですね。ほのあたりどのように考えられ取るか。

議 長 町長 

町 長 町の考え方も永本議員がおっしゃられたことと同じでござい

まして、本来なら手順でいくならばですね、用地取得ができて

から設計業務に入っていくというようなのが通常の手続きかな

ぁというふうに考えておるところでございますけれども、今回

の場合には平成 25 年度中の工事着手っていうこともございまし

て、設計について急がないとならないいうようなことがござい

ましたから、ただそうでもあるにもかかわらず議会にこの予算

をお認めをいただけないと前に進めないというようなジレンマ

の中から、私共といたしましては地権者 5 名の方に対しまして

事前にですね、ほのこの方針が議会で議決されたならば、土地

を提供していただくっていうことについて同意をいただけるか

というようなことをお話しをさしていただきまして、5 名の方か

ら用地の土地提供確約書ということで、確認をいただいており

ます。ですから今議員がご心配されているいわゆる用地取得が

できていないのに設計を組むことに対して、土地の地権者の方

に対して失礼にあたらないかっていう点につきましては、事前

に配慮さしていただいているというように感じているところで

ございます。ですから土地の所有者の方に対しましては、本日

先般先に議決いただきましたけれども、医療体制の整備方針が

議決なり、この補正予算につきまして議決をいただきますとた

だちに鑑定委託に出しまして、それを基づきまして用地交渉さ

していただき、そして妥決ができた段階で議会に対して用地取

得の予算なり議案を提出さしていただくというような手はずで

進めたいと思っておりますので、そういったことでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

議 長 他に質疑 
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北山議員 

7 番 議 員 将来のことで 1 つお聞かせを願いたいと思います。この 1 ペ

ージの他会計負担金ですが、これは日和佐病院の運営資金を由

岐病院から借りて、ほれの支払というようなこうかたちという

か説明があったんですが、今後新病院が出来た場合、町立病院

と保健センターっていうようなかたちになった場合も、同じよ

うなかたちになっていくのかどうか、そこらのところちょっと、

1 つの町立病院というような中に保健センターが組み込まれる

のか、ほこらのところ後学のために教えていただきたいと思い

ます。 

議 長 町長 

町 長 ただ今のご質問でございますけれども、2 病院を統合して新

病院となりますから、美波町立病院企業会計の中には、今は由

岐病院・日和佐病院を個別に分かるようにということでさして

いただいておりますけれども、1 つの病院会計になりますから、

それはもう 1 つになってしまいます。資金についても持ち合わ

せっていうことになってまいります。もう 1 つ保健センターの

方は診療所っていうことになりますので、新しい病院事業会計

には入りません。阿部診療所の特別会計があるように、特別会

計扱いっていうような会計処理になってまいります。ですから

分かれるっていいますかね、いうようなことでご理解いただけ

たらと思います。 

議 長 他に 

向山議員 

8 番 議 員 私からは 1 点お伺いしたいと思います。土地鑑定委託料の

1,000 千円の計上がありますけども、これにつきましては先般私

が議会運営委員会で質問しましたけども、委託先は 1 業者であ

るというご答弁をいただきました。今回はですね、非常に面積

も過大でありますし、金額も大きな金額になろうかと思います

ので、できればですね、複数の鑑定業者に依頼した方が地権者

に対してもよりこう適正な金額が提示されるのではないかと思

っておりますので、そのあたりですね、1 業者で問題はないのか

どうか、町の考え方をお聞きしたいと思います。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 土地の鑑定評価業務でございますけれども、もちろん土地鑑

定を行っていただくには土地鑑定の資格を持った業者でないと

できませんので、そういった資格を持った業者にお願いするこ

とといたしております。ですからそういった資格の下で行われ
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る鑑定でございますので、1 社でございましても信頼のおける価

格が出していただけると思っております。ですから鑑定の仕方

でございますけれども、大きな土地ではございますけれども、

ある程度何箇所かその土地の全て 1 筆ずつ測るんではなくてで

すね、その必要な箇所数について 3 点ほど基準を決めて、それ

からある程度そこから離れている距離とかですね、使いやすさ

といいますか、いろんな面から鑑定をいただくことといたして

おりますので、その 3 点を決めて全ての土地を、そこから基準

をおいだして評価していただくというか、そういった法方でご

ざいますので、1 業者であっても特に問題はないと考えておりま

す。 

議 長 向山議員 

8 番 議 員 今の質問、答弁で分かりましたけれども、尚且つですね、ち

ょっと前例なんかも参考にしていただいてですね、ご検討を加

えていただければありがたいかなぁと思っております。 

議 長 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 50 号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 11：反対 1） 

「起立多数」です。 

議案第 50 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 10 議案第 51 号人権擁護委員の推薦につき議会の意

見を求めることについてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

住民生活課長 

住 民 生 活 課 長 （議案第 51 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑ないようですので、質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 52 号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願い
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ます。 

「起立多数」です。 

（賛成 12：反対 0） 

議案第 52 号は、原案のとおり同意することに決定しました。

 

日程第 11 常任委員会の閉会中の継続調査申出書について議

題といたします。各常任委員長から所管事項のうち、会議規則

第 73 条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、

閉会中の継続調査及び、本定例会で、総務産業建設委員会付託

されました請願書の継続審査の申し出があります。 

お諮りします。 

それぞれ委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査及

び審査とすることに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。したがって、委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続調査及び審査とすることに決定しました。

 

以上で本日の日程は終了しました。 

 

お諮りします。 

次回定例会の会期日程等は､議会運営委員会に付託したいと

思いますが､ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「意義なし」と認めます。 

次回定例会の会期等は､議会運営委員会に付託されました。 

 

お諮りします。 

本定例会の会議に付された事件は､すべて終了しました。会議

規則第 6 条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

「意義なし」と認めます。 

本定例会は､本日で閉会することに決定しました。これで本日

の会議を閉じます。  
 

平成 24 年 第 2 回 美波町議会定例会を閉会します。  
お疲れ様でした。 

（時に 11 時 30 分） 
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